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国土交通省独立行政法人評価委員会 

第１９回交通関係研究所分科会 議事次第 
 

 

日 時 ： 平成２３年８月４日（木） １３：００～１８：００ 

場 所 ： 合同庁舎３号館１階 共用会議室１（国土交通省内） 

 

 

１．開 会 

２．議 事 

（１）３研究所からの業務実績等の説明、質疑、評価等 

①交通安全環境研究所 

②電子航法研究所 

③海上技術安全研究所 

（２）その他 

①評価に関する今後の予定 

②３研究所の職員の給与等の水準に係る検証について 

３．閉 会 

 

 

注：本議事録では、独立行政法人交通安全環境研究所を「交通研」、独立行政法人海上技術

安全研究所を「海技研」、独立行政法人電子航法研究所を「電子研」と省略している。また、

分科会長及び委員のご発言は、それぞれ「分科会長」または「委員」と標記している。 
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国土交通省独立行政法人評価委員会 第１９回交通関係研究所分科会 

平成２３年８月４日 

 

 

【事務局】  定刻になりましたので、ただいまより国土交通省独立行政法人評価委員

会第１９回交通関係研究所分科会を始めさせていただきたいと思います。本日は、ご多

忙中、また非常にお暑い中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日は、８名の委員の先生、ご出席と賜っております。まだちょっとお見えになって

いらっしゃらない先生、ございますけれども、定刻でございますので始めさせていただ

きたいと思います。ご出席と賜っておりますので、定足数に達しております。 

 あと、委員会は公開となってございます。独立行政法人の業務の実績に関する評価に

係る案件につきましては、国土交通省独立行政法人評価委員会運営規則に基づきまして

非公開となっております。例年どおり、評価に関する討議については、研究所は退席し

ていただいております。研究所を所管いたします自動車局、海事局、航空局には退席し

ていただいた際には、行政上の制度等につきまして、先生方のご質問があろうかと思い

ますので、所管課のほうからお答えいただくような趣旨で在席していただきたいと思っ

ております。 

 それでは、以降の議事進行につきましては、分科会長にお願いしたいと思います。分

科会長、よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  それでは、早速、本日の議事に入らせていただきます。議事次第に沿

って進めたいと思いますが、まず最初に資料確認を事務局からお願いしたいと思います。 

【事務局】  資料確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元、ダブルクリップで左側をとじています１センチほどの資料がございますけれ

ども、一番初めが評価委員会分科会議事次第でございます。それから、座席表がござい

ますけれども、これは３研究所分、すべて。 

 それから、分科会委員名簿がございまして、次は、配付資料一覧。これは、事務局か

ら配付と研究所から配付の資料のリストを掲載しております。 

 それから、共通資料１９－０１、本日のスケジュール。それから、共通資料１９－０

２、各委員の事前評価結果及び分科会としての評価の確定についてというのが３研究所

分ございます。続きまして、１９－０３、今後の予定について。それから、共通資料１
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９－０４、３研究所の職員の給与等の水準に係る検証について。その後、いろいろ参考

資料がついておりますけれども、１９－０４でございます。 

 続きまして、参考資料１９－０１、平成２２年度業務実績評価及び業績勘案率への対

応について、１９－０２、交通関係研究所分科会の今年度の評価方法等について。それ

から、前回の議事録を掲載しております。 

 以上が配付資料でございます。 

【分科会長】  ご確認をよろしくお願いします。 

 そうしましたら、前回議事録の確認については、事務局のほうでご説明をお願いした

いと思います。 

【事務局】  最後に申し上げました前回議事録でございますけれども、現在、委員の

皆様にお送りさせていただきまして、内容についてご確認いただいている最中でござい

ます。まだ確認作業が終わってございませんので、修正意見等をいただきました後に、

最終版を見て再確認の議事録を配付させていただいて、それで確定とさせていただきた

いと思っております。 

 ご了承いただきました議事録は、過去のものと同様に、国土交通省のホームページに

掲載予定でございます。これは参考のためにお送りさせていただいた、現在の状況のも

のでございます。よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  それでは、これは現在確認中ということなので、皆さんのコメントを

事務局のほうにお送りいただいて、最終化するということで確定したいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 次に、本日の予定を事務局のほうから。 

【事務局】  共通資料１９－０１をごらんいただければと思っております。 

 本日のスケジュールでございますけれども、本日は１８時までの非常に長い約５時間

を予定しております。最初に事務局から、各委員の皆様方からいただきました事前評価

の結果と、再審議項目、評価方法についてご説明させていただきます。そこに交通安全

環境研究所、続きまして電子航法研究所、海技研の順で再審議項目に関するご説明を行

い、質疑応答をお願いいたします。各研究所の割り当て時間につきましては、概ね３０

分を説明、質疑応答を１５分と考えております。その後、各研究所の評価を確定させて

いただきたいと思っております。 

 また、評価後に、研究所から震災の対応について、研究所の話、もしくは実際、被災
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された状況であれば、それについてご報告していただくことになっております。 

【分科会長】  今のが一応、今日のスケジュールということで、長丁場ですが、よろ

しくお願いします。 

 それでは、本日の審議事項に移りますけれども、まず事前評価の結果と再審議項目に

ついて説明を事務局からお願いします。 

【事務局】  お手元の共通資料１９－０２をごらんいただきたいと思います。これが

実際評価です。参考資料に同じように１９－０２がございまして、それで基本的に８人

全員ならば、その評価は確定で、６人以上であれば評価確定ということを１９－０２に

書いてございます。 

 お手元の共通資料１９－０２でございますけれども、こちらに３研究所の現在の先生

方におまとめいただきました結果を整理させていただいております。今、確定しました

結果につきましては、各研究所、中段の合計確定分のところに、年度、Ｓ幾つ、Ａ幾つ、

中期、Ｓ幾つ、Ａ幾つと書いてございます。その下に２２年度と中期目標期間という形

で、それぞれの研究所で本日ご審議いただきます項目を列記させていただいております。

交通研につきましては、中期で５項目、年度で４項目。電子研につきましては、中期で

４項目、年度で５項目。海技研につきましては、中期で２項目、年度で１項目を予定し

ております。各研究所からは、今、掲載させていただきました再審議項目の説明用資料

に沿いましてご説明いただきます。 

 また、いただいたご意見をいろいろ拝見したところ、先生方から補足説明すべきと思

われるものをご指摘いただいておりましたので、それにつきましてもあわせて審議の際

にご説明いただくこととしております。 

 あと、各委員からいただきましたご意見、ご質問は、各研究所の資料の０１、０２に

評価調書という形でまとめさせていただいております。 

 実際にご審議いただく前にご説明の後、質疑応答の初めに、こちらのほうで、審議の

内容とはあまり関係ないんですけれども、財務諸表と退職金に関する業績勘案率の分科

会の意見をまとめる形になっておりますので、それについてご審議という形でお願いし

たいと思います。 

 その後、再審議項目について質疑応答いただいて、研究所は一度退席していただきま

す。再審議項目ごとの評価をご審議の上、さらに総合評価をおまとめいただきたいと考

えております。総合評価は、各項目の評価の最頻値、頻度の最も多い値をとることが原
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則となっております。それを踏まえまして評価が確定しましたら、再度、研究所にご入

室いただいて、分科会長よりご講評、それからその他の委員を通じて補足のご講評をい

ただきたいと思います。 

 いただいた評価結果及び意見につきましては、最終的にこの分科会の評価調書として

まとめるため、後日、各委員に照会させていただいた後に、最終的な取りまとめ、ほか

の分科会との関係とか評価官室と、調整もございますので、その点につきましては分科

会長一任でお願いできればと思っております。 

 それから、各研究所の資料の０３がございまして、それは総務省の政府・独立行政法

人評価委員会に提出する評価調書別紙がございます。これは交通研ですけれども、同じ

ように各研究所がございます。これは本来ご審議いただくところでございますけれども、

研究所の研究内容の評価をこの分科会名にしておりますので、いろいろご意見も賜って

いる部分もございますけれども、後日、メール、もしくはその他連絡方法で対応調整さ

せていただきまして確定させていただきたいと思っております。 

 本日は以上のような進行を予定しております。 

 なお、７月１２日から２６日まで、パブコメを行うと先日申し上げておりましたけれ

ども、この件に関しまして、３研究所とも意見は頂戴していない状況でございます。 

【分科会長】  ありがとうございます。今の事務局からの説明について、何かご質問

ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、このような進め方でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 では、最初、２２年度の業務実績と中期目標期間中の業務実績の再審議ということで、

交通安全環境研究所にお入りいただいて、説明をいただくことにしたいと思います。 

 

（交通安全環境研究所入室） 

【分科会長】  それでは、ご準備よろしいでしょうか。 

【事務局】  はい。 

【分科会長】  そうしましたら、初めに再審議項目についてご説明いただいて、それ

で質問等は終わってからということにさせていただきます。３０分予定しておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

【交通研】  では、私、理事の水間でございますが、説明させていただきます。 
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 まず、再審議項目の説明に入る前に、お手元に色刷りのＡ３横のもの、ございますで

しょうか。それの中期目標期間と平成２２年度の赤字の委員の先生方のコメントがござ

いまして、それに対しての説明をさせていただきたいと思います。その後に、再審議項

目についてご説明させていただくということで、まずＡ３の色刷りの中期目標期間、一

番右から２つ目の列の一番上の赤字で、研究所の記述が足りない、Ａ判定以上とする根

拠に欠けるというご説明があったところに関しましては、第２期中期目標期間事業報告

に記載してありますので、それを見ていただきたい。本日の資料ですと、１９－０９－

０２に各項目ごとに記載がございますので、それを見ていただければ対応がとれるとい

うことで回答とさせていただきたいと思います。 

 それから、同じく中期目標期間の２つ目の赤い字の成果の反映、具体的進展が不明と

のご指摘につきましては、発表件数のことでございますが、発表件数が具体的に技術基

準に反映されたのかというご指摘でしたので、これは本日の７ページから１２ページの

スライドにてご説明したいと思います。 

 それから、３つ目の赤い字で、主要な研究施設と稼働率を示してほしいというご指摘

がありました。これは、本日のスライドの３６ページに示してございますので、そこで

ご説明したいと思います。 

 それから、一番下の行の右から２つ目の、次年度繰越・未達の理由については、平成

２２年度の報告と同時に説明させていただきます。 

 それから、真ん中の平成２２年度の集計表の備考欄の一番上で、研究所の記述が足り

ないとのご指摘があったということで、これにつきましては石油代替燃料のことでござ

いますが、実際には研究をやってございまして、やはり平成２２年度の業務実績報告の

中に記載がございますが、別途スライドでも４３ページ、本日ご説明させていただきま

す。 

 それから、２つ目の赤い備考のところで、質的な説明が必要というご指摘につきまし

ては、本日のスライドでご説明させていただきます。 

 ３つ目のご指摘で、特筆すべき成果に結びついた事実が重要というご指摘につきまし

ても、本日のスライドでご説明させていただきます。 

 それから、４つ目の赤い字で、産業界の業績との関係や受託額の減少が研究所の運営

に与える影響についての説明が必要ということについては、スライドになかなかしづら

いものですから、口頭で回答させていただきます。これは、私ども交通研、総予算額が
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２８億円ありまして、そのうちの受託金額は約９億円です。ですから、額としては決し

て小さくないんですが、ほとんどが国受託なものですから、人件費は含まないというこ

とで、受託額が減ったからということで、私どもの業績、影響があるというものではご

ざいません。受託額の減少というのは、人件費というよりも物件費が圧縮されることに

なりますので、運営となる基礎は運営費交付金ですので、そういった意味で受託額が減

ったから運営に大きく影響があることはないという回答をさせていただきます。 

 最後の行の次年度繰越・未達の理由については、スライドの７３から７６でご説明さ

せていただきます。 

 ということで、このＡ３の表について、集計表の備考についての回答をまず先にさせ

ていただきます。 

 それでは、資料１９－０５、再審議項目に係る説明資料のご説明をさせていただきま

す。 

 スライドを見ていただく前に、１ページ、紙の１９－０５を開いていただいて、ここ

に第１回の評価結果、自己評価、それから委員の先生方の評価結果、見開きで２ページ

で紙でまず見ていただきたいと思います。そこに全部で１８項目ございまして、ここに

挙げている黄色の部分が先生方のご意見が分かれたということで、私どもが本日、再説

明させていただく部分ということになります。ということで、この②から始めさせてい

ただきます。 

 めくっていただきまして次のページ、７ページから始めますが、以後はスライドで、

パワーポイントのほうでご説明させていただきます。 

 評価項目②でございますが、基準策定等に資する検討課題の提案、検討会等への参画

ということで、私ども、自己評価Ｓとさせていただいたということで、補足説明でござ

いますが、まず中期計画で１００件以上、検討課題を提案する。それから、検討会等に

は４０以上参加するというものに関しましては、１０５％、２６８％という形で目標は

クリアしているということでございます。 

 次、お願いします。具体的な技術基準・指針の策定の例は、ここにお示ししたとおり

でございます。 

 こういった検討会に参画した結果がどうなのかということを前回の委員会でもご指摘

を受けましたので、調査を改めていたしまして、各年度で実際に新しい技術基準が導入

された件数と、その中で交通研が受託を受けて、その技術基準策定に貢献・寄与した例
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をここに挙げてございます。そうしますと、１８年度から２２年度の間で１７件、新し

い技術基準が導入されたんですけれども、そのうち１４件、交通研が受託して、その結

果が反映されております。その受託の結果も後でお示ししますけれども、私どもが実験

結果等をお示しした形で反映されているということで、新しい技術基準に関して、交通

研の研究成果がほとんど活用されているという例でございます。 

 具体的な活用例でございますけれども、例えばプラグインハイブリッド車の排出ガ

ス・燃費試験法の策定という受託について、どのように貢献したかという例を申し上げ

ますと、国土交通省のほうでプラグインハイブリッド車排出ガス・燃費測定法策定検討

会というのを開きまして、それの事務局、それから受託で交通研が受けまして、交通研

の研究領域のほうで検証実験、それから調査解析、試験法の原案を作成いたしまして、

その試験法原案を検討会に提出して、そこで検討会でオーソライズして、その結果が基

準に策定されたという形で、検討会を開いて、そこに私どもの研究成果を報告して、そ

れで基準になったという例でございます。 

 具体的な例が、ちょっと見づらいんですが、左側が交通研が示した原案で、サイクル

中のプラグインの走行の係数を提案したものですが、それがほぼ同じ形で試験法として

の基準になっているという形で反映されている例でございます。 

 今のが国内基準でございますが、国際規格でも同様に、鉄道の磁界測定法の規格なん

ですけれども、黒い字で書いてあるものが、ヨーロッパが押しつけようとしたものに対

して、日本では国土交通省の受託を受けて交通研が磁界測定器をつくりまして、原理、

測定結果といったものを国際会議に出して、それを認めさせて、交通研が提案した測定

器、測定法がそのまま赤字で追加されたという例で、私どもが基準・規格に資する検討

というのは、自分たちで研究した成果、データをもって反映させているという例でござ

います。 

 以上が②のＳの理由でございます。 

 次が④の受託研究等の獲得で、私ども、ＳＳをつけさせていただいております。その

理由でございますが、目に見える数値で示せというご指摘がございましたので、１人当

たりの受託獲得件数と１人当たりの受託獲得金額で整理させていただきました。まず獲

得件数でございますが、１人頭、私どもの交通研はこの５年間、平均で１.７件受託して

いる。ほかの独法を調べますと、一番多くても１件。ですから、ほかの独法に比べて約

倍の獲得件数を持っているということでございます。受託獲得金額につきましても、１
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８、１９は１位だったんですけれども、５年間、数値で常に上位の１人当たりの受託獲

得金額を持っているという例でございます。 

 では、受託でも、国受託とか民間受託ではなくて、競争的資金はどうかというのを調

べたのがこれでございますが、５年間で４８件。１年間１人に直しますと０.２件。です

から、５年の中期計画のうち、研究者１人は必ず競争的資金を獲得しているという例に

なるということで、競争的資金の獲得率としては非常に高いんじゃないかと思ってござ

います。受託というのは、私どもの研究所のミッションである基準の策定のものが主で

ございますが、ほかにも競争的資金を取っている例もここに示してございます。 

 受託研究の中で、国受託で一番大きなものとしては、次世代低公害車開発・実用化促

進プロジェクトというものがございますが、これは国交省の委託によりまして、交通研

が中核的研究機関として産学官の連携で推進しているもので、交通研はこの新しいいろ

いろな燃料で動く大型車に対して、走行実験のお手伝い、あるいは安全・環境上の基準

指針の策定ということで貢献してございます。 

 ほかにも獲得した競争的資金、ここに挙げてございますが、特徴的なのが、一番下の

ＩＥＡ公募型国際共同研究。これは、国際エネルギー機関の加盟国における国際共同研

究という、国際機関の競争的資金をとったものでございます。具体的には、実路走行条

件におけるバイオディーゼル燃料車両の環境負荷評価ということで、平成２１年度に獲

得したんですけれども、これは２２年度までの研究成果が認められまして、引き続き２

５年度まで延長して継続することが認められて、とっただけではなくて、さらにその拡

張までしたという例でございます。 

 ということで、受託研究はＳＳにさせていただいたということでございますが、これ

は１人頭の受託件数が１.７件、他独法に比べて倍以上持っているということ。それから、

国際機関からの受託もとっているということを大きな理由にさせていただきましたが、

前回の委員会でご指摘があった、その受託をやるに当たって契約職員を使っているとい

うこと。それに対して、そういう人たちのキャリアパスはどうするんですかということ

で、また調べましたところ、この２期中期期間に契約研究職員８名が正規職員になって

おります。１６名、この中期期間中に採用しておりますので、そのうちの優秀な８名は

現在も正規職員として活躍しているということで、キャリアパスに対する十分な配慮も

されているという判断で、ＳＳとさせていただいております。 

 ⑤でございます。次の評価が分かれた項目でございますが、産学官の連携の促進とい
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うことで、中期計画の目標は２つございまして、１つは共同研究を９０件、これに対し

ては１００件で、目標達成率１１８％になってございます。 

 それから、国内外からの研究者・研究生等を６５名程度受け入れるということに関し

ては、百二十数名受け入れまして、達成率は１９２％となってございます。それも前回

のご指摘がございまして、海外から受け入れた人たちはその後どうなったんですかとい

うご質問に対しては、上のほうは２期中期に対して、その前に受け入れた実習生でござ

いますが、この２期中期の期間に研究協力協定と、偉くなられたので、そういう協定も

結ばせていただいて、現在でも活動させていただいている。それから、韓国、デンマー

クについても、教授の方々、准教授の方々とも、実習生としての採用をしていると。そ

れから、外国の方々も、９名の実習生が民間企業等で活躍しているということで、単に

腰かけで来ていただいているということではなくて、その後も実のある研究を続けさせ

ていただいているという結果でございます。 

 産学官の連携で具体的な成果は何かということを申し上げますと、まず１つは、先進

電動バスシステムということで、電動バスとデマンドバスというものを、第１期の中期

にＮＥＤＯで産官学でやったんですけれども、この中期におきましはて、さらに自治体、

三鷹市まで入りまして、それをプラッシュアップいたしまして実証試験も行いまして、

平成２２年度までの成果を受けて、実は平成２３年度、今年度、三鷹市において電動バ

ス導入のための予算が計上されたということで、産学官連携の成果があらわれたものと

して考えてございます。 

 次が鉄道のプローブ車両と常時モニタリングシステムということで、鉄道の車両の中

にセンサーを埋め込んで、営業車両で脱線係数とか脱線の危険を測定しようという、こ

れも産学官のプロジェクトで、第１期中期にＪＲＴＴ、鉄道・運輸機構のプロジェクト

で始めたものに対して、この中期においては、ここに鉄道事業者さんに加わっていただ

きまして、その事業者さんと一緒になって開発を進めて、受託等も受けまして実用化に

めどがついたということで、これも産官学連携の成果だと考えてございます。 

 それから、先ほど述べました産学官の連携の大きな次世代低公害車開発・実用化促進

事業は、この中期の間に、２００９年でございますが、国交大臣賞も受賞しております。

それから、産官学連携の一つとして、ＬＲＴの国際ワークショップも沖縄で開催して、

沖縄の地元の自治体、関係者に非常に大きな成果を示すことができたと思っております。 

 そういったことを含めまして、この中期の間に産学官連携で、この赤字で示したよう
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に、プローブ車両とか低公害大型自動車、それから産学官での国際規格の活動といった

ことで各種表彰を受けている。４４人の研究所としては十分な表彰ではないかと思って

おります。 

 産学官連携の中で、これも１つ、私どもの大きな特徴というのは、医工連携というの

もこの中期の中で始めてございます。従来、産官学ですと、メーカーさんあるいは大学

といったところが多かったんですけれども、大学も工学系だったものが医学と連携する

ということで、具体的には新しいダミー開発ということで、医学系の方が豚の動物実験

を行って、工学系の我々がそれに対する評価・精査、データをとるということで、ダミ

ー開発の応用に対して貢献してございます。 

 産学官、今、特徴的な例を述べたんですが、ざっと述べさせていただいて、ぱっと見

ていただいたように、特定の企業とか特定の大学と協力しているわけではなくて、いろ

いろな幅広い大学、幅広いメーカー、幅広い自治体と連携を行った例を今、進めてござ

います。 

 次が評価項目の８番目でございますけれども、審査体制の整備。これは審査業務を確

実に実施するということで、先生方のご意見の中には、審査業務を確実に実施するのは

当たり前だろうというご指摘もあったんですが、私どもとしてＳをつけさせていただい

たのは、大臣認定と書いてあるように、５年間４２件。近年、新しい技術がどんどん出

てくる。それに対してもスムーズに審査業務を行ったということは、Ｓだと考えてござ

います。 

 そのためにはどういうことをやってきたかというと、審査職員の能力向上のために、

専門性の高い民間出身技術者を採用したとか、これは行政執行部門に民間の活力を導入

するという初めての例で、民間の方の高い専門性を利用して能力を向上させたというの

が１つ。もう一つが人材育成ということで、研修を実施する、能力の認定制度を設ける

という形で、内部の人材も向上させた。その両面で業務環境を整理していったものでご

ざいます。 

 さらには、新基準の審査に必要な体制整備として、試験マニュアルもつくって、その

マニュアルを整備した、下のほうに書いてございますが、そういった体制整備をすると

か、新しい技術に関しましては、研究領域が試験法とかを策定していますので、研究領

域と共同で審査法を確定するという例で業務環境を整備してございます。 

 そういったことを踏まえまして、電気自動車とかハイブリッド自動車、新しい技術基
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準、この５年間で非常に多くのものが審査型式として出たり、品質基準が導入されてご

ざいますが、今、申し上げたように、民間出身技術者を採用したり、人材育成あるいは

研究部門との連携によって、これらを効率よく、新しい技術に対しても戸惑うことなく

スムーズに審査業務を実施したということで、Ｓにさせていただきました。 

 それから、１１番目の自動車のリコールに係る技術的検証の実施もＳでございます。

これも平成１８年５月に技術的検証体制を構築して５年間やってきた中で、検証官６人

は残念ながら増えなかったんですけれども、その中でリコールの案件に応じて人を交代

させて効率よく対処していったということで、設立当時、社会問題化した隠ぺいや虚偽

報告といったリコールに関する不正行為は現在、見当たらなくなったということでござ

います。 

 具体的には、例えば一番左下でございますが、業務量が、年間の延べ検証件数が１８

年度が３８２件だったものが、２２年度では５３２件になっている。そういった検証件

数の中で、右側に移りますが、リコール等に結びついた技術検証が、２１年度、２２年

度、１３件。ですから、検証するとともに確実にリコールに結びついている。それから、

届け出内容が審査に反映された技術検証というのも、５年間で３２件。これも国からの

依頼を受けて着実にこなしたということで、検証官は増えていないんですけれども、効

率よく運営するということで実績を上げている例でございます。 

 リコールだけではなくて、自動車の安全性向上に係る国の施策へも貢献してございま

して、それは車両不具合情報とか事故・火災情報、リコール届け出実績といったものを、

リコール検証のノウハウを用いまして統計分析、実験調査を行いまして、対策の提案と

か実験調査テーマの提案を国土交通省に行って、国土交通省が注意喚起でユーザー関係

団体等に示すという例で、第２期中期では下の表のような実績を上げております。 

 以上が審議項目ですが、先ほど冒頭に述べましたＡ３の項目の中で、研究所施設の稼

働率は幾らかというご質問がありました。これについては、主なものをここに示してご

ざいますが、いずれも中期目標を６０％以上達成して、中には９０％以上、常に受託研

究あるいは経常研究、特別研究を実施しているという稼働率の高さを示したものでござ

います。 

 以上が中期目標期間の中でございますが、次が平成２２年度業務実績の再審議でござ

います。これも紙の３９ページから４１ページで見開きで両側にございますが、①から

⑱までの評価項目の中で、黄色に塗りました②、⑦、⑧、⑪の４項目が再審議項目でご
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ざいます。これをメーンに説明させていただきます。 

 またパワーポイントのほうに戻っていただきまして、②に行く前に、これも委員のご

指摘にありました石油代替燃料の自動車への利用というのが平成２２年度計画に載って

いるけれども、成果が出ていないんじゃないかというご指摘だったんですが、実はちゃ

んとこの３つの課題をやって、右に挙げた図のような成果が出ておりますので、詳しく

は実績評価報告書を見ていただきたいんですが、石油代替燃料の自動車への利用という

ことの２２年度のウの（ⅱ）もやっているということで、回答でございます。 

 それでは、審議項目をご説明させていただきます。 

 技術基準・技術指針への反映件数につきましては、提案を２０件以上、検討会への参

画８件以上ということで、提案は２０件、参画は１４件ということで、目標は達成して

いる。それから、国際基準、規格に関しましても、これはもともと計画に載っていなか

ったんですけれども、国際基準では、作業部会の座長を２件獲得している。それから、

鉄道については、交通研が日本初の認証機関となるということがオーソライズされた。

それが成果だと思っております。 

 具体的な技術基準・指針への参画例は、こういったものに参画しているという例でご

ざいます。 

 反映件数でございますけれども、ぱっと見ますと、２２年度は、検討課題、達成率が、

２１年度よりも低くなっているように見えるんですけれども、２２年度はもともと新し

い技術基準が１件しか出ておりません。ただ、その１件も確実に交通研が受託したもの

でございますので、数よりも質で、１件中１件、１００％、技術基準に寄与したと評価

してございます。 

 ということで、ＡからＳの評価というのは、平成２１年度、私どもはこの項目はＡと

評価したんですが、２２年度にＳに変えた理由でございます。これは、数は減りました

が、新規基準は確実に関与しているということ。それから、自動車の国際基準のフォー

ラムには、昨年度を超える人数が参画していること。それから、その中で２つの議長を

務めている、座長を務めている。それから、鉄道では、基準とは言わない、規格ですけ

れども、日本初の認証機関となるべく結論が得られたという成果をもちまして、Ｓ評価

とさせていただいております。 

 次の受託の獲得件数でございます。これは審議項目ではないんですけれども、Ａ３の

色刷りのところで受託の質について説明してくれというご指摘がございましたので、そ
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れについて若干補足させていただきます。 

 これが具体的な内容ですが、次のところで、どういうふうに受託をやったのかという

ことで、一つの実施例がＡＥＢＳ、先進緊急ブレーキシステムの性能評価手法に関する

調査ということで、国受託でやったんですけれども、これは大型車を対象としたＡＥＢ

Ｓの国際基準策定に対して、交通研が資料を提供する、性能評価手法の整理・確認、及

び会議も開く、デモ試験も行うといった目的で受けたものですが、これを下にある写真

のように、実際にインフォーマル会議を主催いたしまして、デモ試験を行っております。

その国際基準の策定の中で、交通研の得られた試験法、性能要件を提出したということ

で成果を上げた例でございます。 

 それから、これは国ではなくて自治体からの受託でございますが、次世代合成燃料車

両適合調査委託ということで、東京都から、都バスに次世代合成燃料を使って排出ガス

がどうなるんだろう、影響を調べてくれという委託を受けまして、約２カ月、走行方法

を含めて調査・解析をいたしまして、粒子状物質、ＰＭについては約４割改善するとい

う成果を上げた報告受託例でございます。このように、実験結果を伴った形で受託を行

っているということで、質的な回答にさせていただきたいと思っております。 

 それ以外にも、題ではございますけれども、外国向けの列車制御システムの安全性評

価といった実績が認められて、鉄道認証室の準備が認められたということで、これも質

の説明の一つかと思ってございます。 

 また、再審議項目に戻りまして、７番目、成果の普及、活用促進と知的財産権の取得

促進ということでございますけれども、これも１２０件の口頭発表、２０件の査読論文

につきましてクリアしている。特に査読つきは、４４件の査読つきということで、この

１年間で１人頭１件の査読つきが認められたという例でございます。 

 特許権ですけれども、これは目標が６件なんですけれども、６件を出した。同じ６件

ではないんですけれども、この１年間で８件の特許登録もなされております。ただ、こ

れについては、交通研は別に特許を出す開発の研究機関ではなくて、技術基準、評価方

法を研究する機関なので、この特許というのは防衛的なもの。民間等が勝手に測定法を

出して、ほかが使えないようにならないように、防衛的な特許だとご理解いただきたい

と思います。 

 平成２２年度につきましては、査読つきの論文が過去の年度よりも増えてございます。

特に国外の査読つきの発表件数が増えてございます。 
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 では、その成果はどのぐらいのものだろうかということで、査読つきの論文は２１年

度に比べて２０％増。 

 それから、これは国立大学と比較して、年間１人どのぐらい論文数を出しているかと

いう例をお示ししたんですが、ほぼ遜色のないレベルで、２２年度は逆に今まで交通研

の中で１人１件ということで、一番多くなっているということで、２２年度の成果とし

ては非常に大きいんじゃないかと判断してございます。 

 それから、審査業務の確実な実施。２２年度につきましては、大臣認定につきまして

は、４件実施してございます。 

 それから、審査員の能力向上につきましては、民間出身者を採用すると、先ほど中期

でご説明させていただきましたけれども、２２年度は４名、全員で１０名ですから、４

割に当たる者を新たに採用したということで、非常に大きな効果を上げていると判断し

てございます。 

 それから、新基準に関しましては、横滑り防止、二輪車の排出ガス測定法についての

試験マニュアルを策定してございますし、研究領域については、プラグインハイブリッ

ド、配光可変型前照灯に関して、共同で専門的知見を反映して審査方法に活用してござ

います。こういった形で、中期と同じなんですけれども、特に民間出身者を１０名中４

名採用したということが今年度の特徴かと思っております。 

 次は、リコールに関してですが、これも２２年度はＳ評価とさせていただきました。

これも中期で申しましたように、検証官６名を増やすことができないので、新たなリコ

ールの技術的な項目に対応して検証官を変えていった、交代させていった。特に２１年

度、ご指摘があったように、電気・電子とか金属材料の検証官で対応したという例でご

ざいます。 

 国土交通大臣の所信表明を受けましてリコールの強化ということを取り組みまして、

従前は１６名だったものに対して、２３年度から２５名体制にしたということで、２２

年度はその円滑な体制強化の仕事を行いました。その間に、真ん中に家みたいな形で書

いてございますが、リコール技術アナリストを配置したり、審査部の併任ということで

支援体制を強化してございます。 

 これは具体的な実績例でございますけれども、３,７５４件の不具合例を、依頼を受け

る前から分析した。それから、延べ５３２件、これは昨年の２割増しですが、検証を行

ったということでございます。 
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 具体的には、こういった各地域に２４件の現車調査を実施したり、１０テーマの検証

実験を実施してございます。 

 その五百何件の中で、リコールに結びついたのが１３件。これは２１年度に比べて、

回数としては大幅に増加しております。それから、メーカーが国に提出したリコール届

け出のうち、３件を反映させている。それだけではなくて、国の施策に対して広報活動

にも貢献している例が下の３つでございます。 

 さらには、検証官に技術部門が加わった以外に、米国の国際関係機関との連携も強化

したということで、ＮＨＴＳＡとの関係強化を図った。これも前回の委員会でご指摘し

たものを着実に反映させてございます。 

 これが国の広報に対して、交通研がどのように役割を果たしたかということで、交通

研のノウハウで調査対象、調査テーマ、対策内容を提案して、国交省が注意喚起を行っ

たという具体的な例でございます。 

 ということで、このリコールも２１年度はＡとしていたんですが、２２年度、Ｓにし

た理由としては、まず体制を強化したということ。それから、ＮＨＴＳＡとの意見交換

を行って、定期的な情報入手を始めたということ。それから、国交大臣の所信表明を確

実に実行したということで、Ｓ評価とさせていただいております。 

 これは審議項目ではないんですが、自動車の国際基準調和活動への組織的対応を強調

せいということで、強調したものを次からお示しします。 

 次、３７名が出席したということですが、具体的な成果としては、まず国内で基準に

なったものを、この２２年度の国際会議の中で国際基準となるということが２件出まし

た。 

 次が、国際会議を開いて、交通研というのは日本の研究成果と解釈してもいいですが、

それを積極的に基準に反映された例が２件。 

 それから、昨年７月に中央環境審議会が開かれまして、交通研が中心となって世界統

一基準をつくったもの３件が国内基準に導入されるという方針が決められたというこ

と。 

 さらには、これも前回の宿題で、第１期から第２期に比べて、基準調和室ができてど

うなったかということ。これは確実に派遣者が増えて、リピートというか、向こうから

も要請されて人数が増えている。２２年度は、過去最大の３７名派遣しております。発

表も件数が増えているという例で、これを強調した例として補足説明させていただきま
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す。 

 最後になります。これは審議項目ではなくて説明項目でございますが、交通システム

安全研究棟を２２年度から繰り越した。それはなぜかということを示せということで、

もともと２２年度完成予定だったんですけれども、実は赤い印が建てる予定のところな

んですが、もともとポンプ室とか車庫だったところで、両側の新しい建物のときに見つ

けられなかった――次、お願いします。用途や埋設時期が不明な配管類が出土した。ほ

かのところには出てこなかったので、一応調査したんですけれども、調査し切れなかっ

たのかもしれません。隣で出なかったものが出てしまったということで、これでおくれ

てしまった。つくったのが関東地方整備局ということで、何とか工期の短縮をお願いし

たんですが、だめということでおくれてしまった。ですから、私どもの調査が不十分と

言われれば、それは申しわけなかったということですが、隣同士が出なかったので、ち

ょっと安心したところがあったということでございます。 

 さらには、震災でコンクリートが来なくなったり、断熱材の納期がおくれたというこ

とで、一応８月、完成する予定になってございます。ただ、実験設備はできていますの

で、建屋だけがおくれているということでございます。 

 最後がラスパイレス指数です。研究職に関しては９６．６で、１００以下なんですけ

れども、技術・事務職は１０５.９の理由をということで、調べましたら、俸給・諸手当

等給与体系は国家公務員と同じでございます。それなのになぜ高くなるかというと、ま

ず人数が少ないので、下に小さく書いてございますが、例えば年齢階層が４８から５１

歳は、対象者が２名でその２名とも管理職員。５２歳から５５歳も対象者が１名なんで

すが、管理職員。そういった年齢層の高い人が管理職員である。それから、地域手当、

国が平均４３％に対して、９７％の職員が地域手当３級地をもらっているということで、

割合が多い。さらには、出向職員の占める割合が多いので、地域手当の異動保障とか単

身赴任手当等が若干多くなって、それが人数が少ないものですから影響しているという

ことで、決して高いのではなくて、職員数が少ないということで、指数の変動の範囲内

であると解釈してございます。 

 ちょっと駆け足になりましたが、以上で説明を終わらせていただきます。 

【分科会長】  ご説明ありがとうございます。そうしましたら、再審議項目の質疑に

入る前に、ちょっと別件なんですが、決めておかなければいけない財務諸表と退職金の

業績勘案率に関する意見を委員の皆さんからいただきたいと思います。事務局、資料何
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番ですか。 

【事務局】  資料は、机上配付資料、財務諸表。 

【分科会長】  机上配付資料というのと、もう一つは１９－０７ですか。 

【事務局】  １９－０７です。 

【分科会長】  どなたか、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 それでは、この件については、前回の委員会でご説明いただいておりますけれども、

本委員会として了承ということでよろしいでしょうか。では、そのように確認させてい

ただきます。 

 それでは、再審議項目の説明に対する質疑に入りたいと思います。どなたからでも結

構ですので、ご発言をよろしくお願いします。ちょっと議論を整理する上で、中期目標

期間中の実績評価の件から、ご説明いただいた前半の項目に関してのご質問、ご意見か

ら、まず伺っていきたいと思います。 

 それでは、出だしのところで私から１点だけ伺いたいんですが、再審議項目の４番目

の産官学の連携の促進というのをご説明いただいたわけですけれども、産官学の連携と

言った場合に、例えば自動車ですと民間企業の役割、それから国交省の役割、そしてこ

の研究所の役割があると思うんですけれども、具体的にプロジェクトにおける研究所の

役割というのは、成果が上がったとご説明いただいたものの中で、実際の物はメーカー

かつくると思うんですね。そうすると、研究所の役割というのは、中心的にどういうと

ころにあるのかということを、少しわかりやすくご説明いただけませんでしょうか。 

【交通研】  環境研究領域長の後藤と申します。今、スライドにあります次世代低公

害車開発・実用化促進プロジェクトの例でご説明したいと思います。 

 このプロジェクトの場合には、研究所が中核的機関として産官学連携して推進したと

いうことでございます。その場合、研究所はどういう役割をしたかと申しますと、最終

的なゴール、目標値等の設定のときに、技術的な検討の上でその目標値を決定する。そ

の場合には、協力企業であるメーカーの方の意見も聞きつつ、最終的には研究所のほう

でそのゴールを決め、それをどうやって達成していくかというプロセスについても、そ

の段階で決めていくということでございます。その後、実際に車両を試作、部品の試作、

それから車両を最終的につくって仕上げて実走行まで進めるという途中においても、研

究所のほうは、それぞれの過程の中でどのぐらい達成できているのか。実際に技術的に

困難なところがあるのかどうかということをチェックしながら、最終的なゴールまで持
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っていったというのが実際でございました。 

 最終的な成果としては、ここにも挙げてございますような基準とか指針、またはガイ

ドラインの策定というのを研究所のほうで行って、国のほうに提案したということでご

ざいます。その策定の段階には、プロセスの技術的な問題等の内容を含めてあるという

ものでございました。 

【交通研】  補足いたしますと、メーカーはつくりますけれども、そのつくったもの

が本当に世に出せるのか、安全なのか、環境基準を満足しているのかといったものの基

準づくりというのは全く新しいものですから、研究所の試験設備を使ったり、研究所の

知見を使ったりして、あるいは測定方法を含めて、そういったものをこの中でやってい

るとご理解いただきたいと思います。これはほかのものでもすべて同じで、試験法とか

評価法を決めるという研究ですので、みずからつくったりしませんが、つくったものが

安全なのか、環境基準を満足するのかといったものについての指針を出す、そういうも

のをつくるという研究が主体でございます。 

【分科会長】  ありがとうございます。ほかにご質問等ありましたら。どうぞ。 

【委員】  産官学連携のところですけれども、よくやっておられると思うんです。産

業としては新しい製品ができればいい。それで、官としては新しい基準なりができれば

いいということですけれども、学という立場で言うと、教育にどう反映されたか、ある

いは新しい連携した講座で、これから長い期間、教育に寄与できるという実績がもしあ

れば、大学というのは長く人を育てるということが中心になるかと思います。今のご説

明ですと、ある意味で技術的なところをちゃんと使ったと聞こえたんですけれども、教

育的な寄与といったものがもしあれば、教えていただければ。 

【交通研】  パーマネントなものは、また調べないとちょっとわからないですが、例

えば車両とか交通システムですと、交通システム工学、交通システム講座というものを

臨時に開設していただいて、そこで我々が講師になったりということもございますし、

自動車関係でも。 

【交通研】  こういった次世代低公害車という新しい概念のものに対する研究の動向

とかは、我々の研究所の職員が大学で講座を持って講義するという機会はございまして、

やらせていただいております。 

【委員】  そういった意味では、例えば修士論文の学生がここに来て研究をやられる

ということがあると、割り方長く、いろいろなことができるんじゃないですか。 
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【交通研】  その例につきましては、交通安全環境研究所と東京農工大との間で連携

大学院を結んでおりまして、実際に修士の学生を受け入れております。今の例ですと、

２名、修士を既にとっていただいております。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

【分科会長】  ほかに。どうぞ。 

【委員】  私どももこの評価を説明するのは大変難しくて、どういう客観性を持った

指標をもって説明するかということを常に悩んでいるんですけれども、自分からこうい

うことができた、こういう国際の場に成果を反映できたという説明をすると同時に、国

際機関ならば国際機関のほうで、貢献に対するどういう評価がなされているのかという

ことを客観的に示すようなことを説明の中に加えることをしなければ、一方的な説明だ

けでは十分ではないという評価のときの意見が往々にして出るんですね。 

 例えば論文の場合に、サイテーションがどのぐらいあったとか、こういう分野のサイ

テーションの中でランキングはどうだとか。あるいは、同じような国際的な研究所の中

で論文のサイテーションが多いとか特許が多いとか、あるいは新しいプロジェクトを行

ったときの成果物としての特許が、後の商用化された車の中でどう使われているとか、

そういうことが説明できると、より説得性があるという言い方がありますので、そうい

うあれを盛んに探すんです。だから、でき上がった成果というのは、説明すると同時に、

そういう客観量を示すことをするんですけれども、そういう客観量というのはきょうの

説明の中になかったと思うんです。何かありますか。 

【交通研】  お答えになるかどうかわかりませんけれども、まず我々は大学じゃあり

ませんので、基礎的論文の被引用件数、サイテーションは目標に一切掲げておりません。

それから、民間の研究はやらないということですから、いくら売れたとか、世界で初め

て、新しい技術を開発した。これもありません。私どもの唯一のミッションは基準です。

したがって、国際基準に何が登録されたか。先ほどから説明しています、国際基準に登

録されたものというのは国際的評価と理解しております。 

 もう一件、あえて今回つけ加えるならば、同様のアメリカの自動車に関する安全を取

り扱っている協会から我々の研究者が表彰を受けている。それは、基準をもとにその作

成に貢献したということで、つい最近ですけれども、表彰を受けた。こういうことは本

文の中にも書いてありますので、それが絶対値はそうなんだけれども、相対的に他の独

法に比べて、その国際基準成立の件数なり案件数が多いと言えるのかというのは、残念
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ながら調べておりません。というのは、私どものようなミッションの独法を私、知りま

せんので、ちょっと比較はできませんでした。お答えになっているかどうかわかりませ

んが。 

【交通研】  あと、補足させていただきますと、例えば５５ページを見ていただきた

いんですけれども、論文の数・質云々というご指摘がございましたけれども、右側のほ

うでございます。これは私どものほうで調べて、国立大学の１人当たりの論文数と交通

研の論文数、査読の論文数ですね。今、理事長がお話したとおり、論文を書く研究所で

はないのにもかかわらず、国立大学と比べても遜色のない１人当たりの発表件数になっ

ているとか、そういうふうに数値化することはいろいろやってございます。国立大学の

平均が大体１以下に対して、私ども、平成１９年ですけれども、ほぼ遜色のない。要す

るに、発表をなりわいとするといいますか、研究論文を発表するという目的が大きい大

学と比べても、査読論文がこれだけ通っているということは、質の高い論文発表をして

いるんじゃないかと評価しているところでございます。 

 それから、国際機関からの評価に関しましては、座長の２件というお話がございまし

たけれども、ちょっと。 

【交通研】  論文の国際的な評価については、今お話しましたけれども、国際的な基

準作成の活動において、どのように客観的に評価されているかということの例といたし

まして、世界統一基準、ｇｔｒと呼んでおります。これの基準作成のグループ、現在 17

あるわけですが、第２期中期中に日本、交通研が４名の議長を出しております。これに

対して、米国が４名、カナダが１名、欧州委員会、これはＥＵを代表していますが２名、

ドイツ２名ということで、客観的に見て我々の研究所の活動というのは世界的にも評価

されているものと我々は考えております。 

【分科会長】  国際基準というのも、国際基準だけをいきなり各国が合意してくれる

わけではなくて、その技術基盤というものに対する、当然のことながら共通理解があっ

て初めて国際的な場での合意ができると思う。共通理解のところというのは、論文とか

何かでやっていかないと生まれてこないものでしょうから、それは一体で考えなければ

いけないということだと思うので、委員のご指摘も全く別のことをおっしゃっていると

いうことではなくて、ベースになるところはそういうものを反映していることだという

ことじゃないかと思うんです。 

【委員】  今の話なんですけれども、大学と同じ程度の数の論文を出しているという
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論旨は、おたくの研究所にとってはあまり説得性がない話になってきますので、後から

議論ありましたように、こういう国際規格とか、そういうところでどういうふうに役に

立つような研究発表が多いとか、そういう整理をされたほうがいいんじゃないかなと思

います。事実、そういうことをやっておられると思うんですよね。だから、そういうこ

とに絞ってやられたほうがいいんじゃないかと思うんですが。 

 もちろん、そういう業績はお出しになっているということを前提に評価させていただ

いているんですが、そこら辺、もうちょっと詳しく確認させていただけたらいいと思う

んですが、いかがでしょうか。 

【交通研】  まさに委員のおっしゃったとおりでございまして、論文あるいは研究発

表、国際学会は、これは結果的にはそういうふうに自然になっていく。それは、各国と

も基準を決める委員会の後ろに産と学がいるわけです。したがって、あまり正当性のな

い、あるいは誤差の大きい分析方法とか、あるいは非常に合理性に欠ける基準等につい

ては、各国の学が厳しく批判します。したがって、我々の仕事は、結果的にそれぞれの

国の学会の報告書によって、我々の基準の国際的な客観的正当性というものを側面から

サポートできているということですので、委員のおっしゃるように、論文発表をいくつ

にするということを目的に掲げて運営しているわけじゃありませんけれども、結果的に

それがバックにないと、突然国際基準に登録されることはないということで、両方大事

じゃないかということです。 

【交通研】  よろしいですか、委員のご指摘。 

【委員】  いや、今おっしゃったのは十分わかっているんですが、それを具体的に説

明していただいたほうがわかりやすいんじゃないかと思います。 

【交通研】  例えばこれが一つの例で、２２年度の活動例でございますけれども、国

内で私ども交通研が二輪車排出ガス規制値を提案したり、それから静音性の技術指針を

つくりました。それを今度は世界の国際基準の場において議長等をとりながら、日本の

規制値、要するに交通研のつくった規制値が世界統一基準となったというもの、あるい

は右側は、ハイブリッドの静音性ですけれども、技術指針になったという形。これが２

３年６月、２３年３月、それぞれ規制値、指針として認められたという例を積み上げて

いるところでございます。 

【委員】  そのときに、国土交通省からの要請というのは、これは非常に重要な問題

であるということがそちらにあったと思うんですが、研究成果、研究論文というのがそ
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の間に入っているんですが、それを具体的に出していただいたほうが説得性があるとい

うことなんです。 

【交通研】  わかりました。先ほどのプラグインハイブリッドのように、こんなデー

タを示しましたというのが、実は裏、２枚３枚あるというものを示せということ。 

【委員】  そのほうがわかりやすい。 

【交通研】  ありがとうございます。 

【分科会長】  だいぶ時間が押しているんですけれども、あと２２年度の評価につい

て、何か委員の先生方からコメント、ご発言ございますでしょうか。よろしいですか。 

 そうしましたら、予定の時刻をだいぶオーバーしましたので、この辺で一たん質疑は

終了ということにさせていただきたいと思います。研究所の方には一たんご退席いただ

きまして、少しお待ちいただきたいと思います。 

（交通安全環境研究所退室） 

（交通安全環境研究所入室） 

【分科会長】  どうもお待たせいたしました。 

 まず、交通安全環境研究所の２２年度の単年度の総合評価ですけれども、Ａ、順調に

適正に業務を執行しているという評価をさせていただきました。 

 それから、中期目標期間全体を通しての業績に対する総合評価も、順調に業務が適正

に執行されているということで、Ａという評価になりました。 

 あと、個別の項目については、やはり交通安全環境研究所がこの中期目標期間５年間

を通じて、国の行政ニーズとか車に関する社会ニーズにこたえるべく研究を実施されて

いて、特に受託研究を非常に活発に行われているとか、論文発表の件数も多いという点

は評価されている点だと思います。 

 あと、研究結果を日本が提案して国際基準に反映される、国際活動ということについ

ても高く評価されている点だと思います。 

 審査、リコールに関しては、少人数で着実に時代の変化に合わせて業務を遂行されて

いるという点については、委員の意見は一致しているんですけれども、これがＳ評価か

どうか、個別については、かなり意見の分かれたところでありまして、結果として個別

評定はＡということになっておりますけれども、そういう中での議論があったというこ

とはお含み置きいただければと思います。 

 以上が今の時点での講評ということですけれども、委員の皆さんから特に何かご発言
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があればお願いしたいと思いますが。 

【委員】  評価につきましての話じゃないんですけれども、国民が今、思っているこ

とは何かというと、中国の新幹線の事故ですね。これにつきましては、本研究所におか

れまして、日本のは安心だけれども、中国のはどうかなというレポートになるのかどう

か知りませんけれども、そこら辺はぜひ関心を持っていただきたいと思います。これも

一種のグローバル化としては、もうやらざるを得ないような話ではないかなと思います

ので、次のことについて、差し出がましい口をききまして申しわけございません。コメ

ントとしては以上でございます。 

【分科会長】  今の委員のご発言、全く同感で、日本の交通の安全を守るとりでだと

いうことだと思いますので、ぜひよくお願いしたいということでございます。 

 ほかに何かご発言ございますか。よろしいですか。 

 そうしましたら、東日本大震災に関する報告、これは交通安全環境研究所の関係につ

いてお願いしたいと思います。 

【交通研】  企画室長の盛田と申します。東日本大震災の対応状況についてご報告さ

せていただきます。 

 お手元の資料１９－８をごらんいただけますでしょうか。 

 １枚おめくりいただきまして、当所の被災の状況になりますけれども、①といたしま

して、被害の状況でございます。人的被害については、特に生じておりません。施設、

機器の被害といたしまして、調布本所、自動車試験場、いずれにおいても、壁のタイル

とかガラスの破損とか、軽微の損害は生じておりますけれども、重大な損害となってお

りません。 

 それから、②地震・津波の２次的被害ということでございますけれども、これは先ほ

どご説明させていただきましたように、交通システム安全研究棟の完成が延期というこ

とで、若干影響が出ているところでございます。おおむね修復が完了しているところで

ございますけれども、引き続き修復を進めていくことにしてございます。 

 続いて、１枚おめくりいただけますでしょうか。主な支援等の取り組みについてご説

明させていただきます。 

 まず、上の図面でございますけれども、鉄道局からの受託による調査検討ということ

で実施してございまして、大規模地震・津波発生時における安全確保、運行再開のあり

方についての調査検討ということを実施しております。今回の地震で津波が発生して、
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それに対して各鉄道事業者はどのような対応をしたのか、こちらを調査しまして、今後

の安全対策に役立てるための課題の抽出や課題の解決を図るための方策について検討す

るとしておりまして、こちらの調査検討と、下に協議会への参画ということで記載して

ございますが、３つあるポツの上の２つについて連携をしてございまして、上の検討の

結果をこちらの協議会のほうに報告するとしてございます。 

 １つ目、大規模地震発生時における首都圏鉄道の運転再開のあり方に関する協議会で

ございます。こちらについては、首都圏鉄道の運転再開状況、旅客への情報提供等につ

いての検証、課題の抽出、対応策の検討を実施することとしておりまして、受託の調査

結果の報告と、それから専門的知見を有する委員としての参画ということもしてござい

ます。 

 ２つ目、津波発生時における鉄道旅客の安全確保に関する協議会のほうにも、鉄道旅

客の安全確保状況の検証ということで取り組んでおりますけれども、専門的知識を有す

る委員としての議論への参画をしてございます。 

 それから、３つ目にございます首都圏の地下鉄道の浸水防止対策協議会のほうでは、

仙台空港線のほうでの浸水を踏まえまして、特に首都圏の地下トンネルを有する鉄道の

浸水防止対策や避難誘導方法などの対策を検証するとなってございますので、こちらの

ほうにも委員として参画して専門的な知見を提供するということで貢献してございま

す。 

 もう一枚おめくりいただけますでしょうか。続きまして、震災に関連して生じる新た

な視点と続けてございますけれども、今回の震災を踏まえて、新たな視点として考えら

れるものをこちらに列挙させていただいてございます。このようなものが考えられます

ので、こうしたものの中から、今後必要に応じて、東日本大震災からの復興・復旧、将

来の基準化に資する事故について重点的に検討するとしてございます。 

 報告としては以上でございます。 

【分科会長】  ありがとうございました。何かご質問等ございますか。 

 被害はそれほどなかったということで、どちらかというと被害を受けた施設に対する

支援とか、今後の中長期的な対策にコントリビュートしていただけるということだと理

解しました。 

 それでは、どうもありがとうございました。これで交通安全環境研究所について終了

させていただきます。 
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（交通安全環境研究所退室） 

 

（電子航法研究所入室） 

【分科会長】  それでは、電子航法研究所による再審議項目についてのご説明をいた

だきまして、約３０分とらせていただいて、それから質問等をさせていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

【電子研】  それでは、前回ご評価いただきました第２期中期及び２２年度の業務実

績について、ご評価が確定しなかった項目について、再度ご説明させていただきます。 

 私どもからいたしますと、中期に比べまして、昨年度の実績についての説明が足りな

かったかと思いますので、今回の追加説明では、最初に２２年度の業務実績報告の追加

説明を行いまして、続いて第２期中期事業報告の追加説明の順番とさせていただきます。 

 最初は、２２年度の組織運営でございます。プレゼン資料の２ページをお願いいたし

ます。 

 中期の報告でもご説明しておりますけれども、昨年度は航空行政にとって、行政とし

てのビジョンであるＣＡＲＡＴＳの具体化、ロードマップ作成が大きなテーマでござい

ました。研究所としては、大枠として研究所が先行して策定していました研究長期ビジ

ョンがＣＡＲＡＴＳに取り入れられたということを受けまして、こうした行政の活動を

全面的に支援する体制で臨んできました。ＣＡＲＡＴＳにかかわる全ての検討作業に、

研究企画統括をはじめ、多くの研究員を送り、研究所の持てる知見を提供してまいりま

した。行政との間では、研究テーマの設定や、その進展速度について、これらがややも

すれば齟齬が生じたり、軋轢が生じたりということの障壁がありましたけれども、こう

したＣＡＲＡＴＳ支援にかかる私どもの活動を介しまして、行政との相互理解が深まり、

連携強化に繋がっておりますので、今後の組織運営には大きなプラス効果をもたらすと

考えております。 

 また、私どもの研究長期ビジョンは、あくまで研究所としての長期ビジョンではあり

ますが、行政のＣＡＲＡＴＳとの関わりが明確になったことによりまして、私どもにも

その実現に向けた大きな責任が生じるということもございます。 

 また、２２年度においては、国際的な研究動向の変化に、ＣＡＲＡＴＳとの細部にお

ける整合を図るため、研究長期ビジョンの精緻化を図っております。こうした所内での

検討作業を経て、研究課題相互の関連をより明確にいたしましたし、短・中・長期のタ
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ーゲットを明確にしましたので、行政のＣＡＲＡＴＳに対する支援活動が極めて活発に、

かつ積極的に行うことができたと思います。これまでの航空宇宙学会やＪＡＸＡ、ＮＥ

ＤＯ等、我が国の航空ビジョン作りにも参画してきましたが、ますます責任が重くなっ

てきていますし、一方で国内外のプレゼンスも大きくなっていることを実感いたしてお

ります。 

 続いて、ページ３のほうをお願いいたします。 

 このイラストは前回もお示ししているところですが、先ほどご説明した行政のＣＡＲ

ＡＴＳの具体化、ロードマップ作りに研究所がいかに深く関わってきたかを改めてお示

ししました。私どもからしますと、極めて精力的にＣＡＲＡＴＳの策定、そしてロード

マップ作りを支援してきました。このような努力を積み重ねてきた結果、私どもが先行

して作成していました研究長期ビジョンが、大枠としての行政のビジョンにも反映され

てきたと思います。結果として、行政との相互理解及び連携強化に弾みがついたことは、

想像以上の成果と思います。 

 続いて、ページ４をお願いいたします。 

 理事長のリーダーシップの発揮でございます。２２年度には、研究所の理念を作成す

る議論を積み上げてまいりました。この４月に制定しております。当初案では、第３期

中期にある、アジアにおける中核的研究機関を目指すとの文言を入れておりましたが、

議論の過程で研究員から、アジアにとどまらず、世界を目指すべきとの意見が出され、

修正した経緯があります。研究所の順位は、研究所の拠り所となるところであります。

研究所のミッション達成のために不可欠と考えるものですが、こうした理念づくりの過

程において、研究員からより高い目標を掲げるべく提起されるということは、理事長と

してのリーダーシップのみならず、一方で所内における議論の活性化、ボトムアップの

意見吸い上げの効果が機能していることの顕れであると思います。 

 以上、ご説明のとおり、２２年度における組織運営は、計画を大きく上回る優れた成

果を上げていると考えております。 

 続いて、社会ニーズに対応した研究開発の重点化でございます。 

 最初は、空域の有効利用についてご説明させていただきます。ページ６をお願いいた

します。 

 洋上経路システムの高度化の研究です。この研究は、平成２０年度から日米航空管制

調整グループを支援するため行っているもので、毎年高い成果を上げてきております。
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昨年度は、ここにお示しのように、交通量が極めて多い北太平洋の路線について、ＵＰ

Ｒ導入効果を明らかにすることができました。ＵＰＲと言いますのは、前回もご説明し

ておりますが、偏西風などの気象条件を考慮して、運航者の燃料消費、飛行時間などを

最も経済的と考える経路で飛行する方式であります。通常は、安全な管制間隔を維持す

る目的で、固定した経路をとることになっております。単純にＵＰＲを北太平洋路線に

導入いたしますと、成田空港発の航空機に実は不利益が生じてしまう。言ってみれば、

成田を出発する日米両国の航空機にとっては不利益が生じることになってしまいまし

た。 

 航空機は、高い高度を飛行したほうが燃料の消費が少ない、より経済的なのですが、

昨今は性能の良い航空機が出現して、東南アジア方面からでも米国の西海岸にひとっ飛

びで飛行できます。日本の上空を通るころには、既に経済的に有利な高度を飛行してい

ます。そこに成田から航空機が飛び上がると、経済的に有利な高度にするのに空きがな

く、不利な飛行を強いられるという構図になっておりました。今回の研究では、シミュ

レーションを重ねた結果、多少の制限を付すＵＰＲであれば、成田発の航空機にとって

も燃料消費削減のメリットが出てくることが判りました。 

 北太平洋路線は、日本発の航空機のみならず、北東アジア、東南アジアから北米を目

指す航空機で混み合う路線であります。このイラストでは、お手元にお渡ししてござい

ます４ページの右の真ん中の部分が抜けておりますので、大変恐縮ですが、そちらのほ

うをご覧いただきたいと思います。 

 右の真ん中にシミュレーションの結果で燃料削減量というものを示してございます。

一番左側がＰＡＣＯＴＳ、真ん中が制限なしＵＰＲ、制限つきＵＰＲの順番で、成田か

ら、関空から、台北から、韓国の仁川から、それぞれ米国へ向けて飛行した際の燃料の

削減量を示してございます。この図に示してございますように、制限なしのＵＰＲでは、

成田発の航空機にとっては何のメリットもなく、むしろ弊害が生じてしまう。一方、多

少の制限を付すＵＰＲでは、北太平洋路線を飛行するすべての航空機にとって、燃料消

費削減の効果を享受できるという成果が得られております。この図で、成田からの出発

航空機については、燃料削減がほとんどゼロという状況になっておりますけれども、詳

細には削減量が多少出てくるという結果になっております。 

 ですから、北太平洋路線を飛行する日本からの航空機だけではなくて、その後背地で

ある北東アジア、東南アジア、そういったところから飛行してくる航空機にとっても、
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また日本から飛び立つ航空機についても、それぞれ燃料消費削減の効果を享受できると

いう、いい成果を得ることができました。現在は、まだペーパートライアルの最中です

けれども、管制当局の評価が順調に進めば、北太平洋を飛行する全ての航空機にとって、

燃料消費削減という極めて大きな効果が実現できることになります。 

 ちなみに、今朝方、ＮＡＳＡとの間で電話会議を行っているのですけれども、その際、

私どもの研究の概要についてＮＡＳＡのほうにご説明したところ、ＵＰＲに関する研究

に関しては、米国側が非常に強い関心を示した、このようなこともあるようでございま

す。当初にご説明したように、これは日米航空管制調整グループの場で議論されている

テーマに対応して行っている研究でございますけれども、専ら、これまで日本から出発

する米国の航空機に対して、有利な飛行経路選定に関しての研究を進めてきたわけです

けれども、米国側からも西に向かう航空機について、同じような研究をしていこうとい

うきっかけになったのではないかと思います。 

 以上申し上げましたような研究成果が、計画を大きく上回る優れた成果であると考え

ております。スライドのほうで一部画面が出ませんで、大変失礼いたしました。 

 続いて、混雑空港の容量拡大についてご説明させていただきます。ページ８をお願い

いたします。 

 このページでは、前回口頭でご説明、ご報告させていただきましたけれども、ボーイ

ング７８７が関西国際空港に飛来した際の記事を追加しております。ＧＢＡＳを使用し

て着陸したボーイング社パイロットの評価を記載しています。現行のＩＬＳと変わらな

い実力を発揮していると評価されております。右側の記事に赤線を引かせていただいて

おります。 

 こうした研究の進展によりまして、次のページでもお示ししますけれども、ＧＢＡＳ

を用いた曲線進入の実現に向けて、大きく前進させる成果を得ています。ＧＢＡＳにつ

いては、法令を中心に施策評価が進められておりますけれども、２月に開催いたしまし

たＩＧＷＧ、これはＧＢＡＳに関する国際会議でございます。ここでは、プロトタイプ

を会議参加者にもお見せしております。関心を持つ国があったと聞いております。我が

国独自のアイデアによって、電離圏の影響を排除して精度を高める工夫を凝らしていま

すので、今後、我が国からの輸出に繋がればよいと期待しているところでございます。 

 次のページをお願いいたします。９ページでございます。ここも一部図面が出ていな

いところがございますので、申しわけございませんけれども、お手元の図のほうをご覧
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いただけますでしょうか。 

 ９ページにおいては、当研究所の研究成果のうち、我が国最大の空港であり、かつ最

大の混雑空港である羽田空港において、研究成果がいかに活用されるかを示しておりま

す。先ほどのＧＢＡＳの活用によって、柔軟な進入経路の設定が可能になります。また、

ターミナル空域の評価手法に関する研究で開発した３次元空域評価ツール。これは肝心

なところがイラストでお示しできなかったので、大変申しわけございません。２次元表

示ではなかなか理解が困難な航空機同士の安全間隔を、極めて容易に理解することがで

きるということから、早速、航空当局で活用していただく成果を上げております。 

 また、図の右下にございますが、空港面監視技術の高度化では、平行滑走路における

同時進入、同時離陸を可能とさせる高精度の監視能力実現にめどをつけております。こ

のように、混雑空港の容量拡大においても、計画を大きく上回る優れた成果を得ること

ができたと思っております。 

 以上が２２年度の業務実績報告に関する追加の説明でございます。 

 次に、２２年度業務実績と第２期中期の事業報告について、共通の追加説明をさせて

いただきます。最初にページ１１をお願いいたします。 

 共同研究の戦略についてでございます。前回説明のときのご評価で、共同研究の戦略

について明らかにするよう、ご指摘がございました。共同研究については、基本的に私

どもの人事的リソースを補完する、不足する知見を補うといった視点で進めてきており

ます。第２期中期において変化しているところは、研究長期ビジョンを確立させたこと

によりまして、これと調和する研究テーマについて、特に必要となる共同研究を促進さ

せるという点でございます。 

 当研究所は、独立行政法人として小粒ではございますが、国際的に比肩できる研究成

果を上げていく努力をしております。ＮＡＳＡや欧州の研究機関のように、研究の間口

を大きくすることはできません。特に第２期中期においては、トラジェクトリに関する

研究をスタートさせましたが、このテーマの実現には高いハードルがあります。国際的

に見て、当研究所は早い時期に研究を開始していますし、国際的にも整合のとれた研究

が同時に必要だと考えております。現在、まだ助走期間と言いましょうか、この研究を

行っているＮＡＳＡや欧州の研究機関と共同して行っていくというのが、自然な、かつ

当然志向していくべき方向だと考えております。 

 次に、ページ１３でしょうか、国際協力等に係る業務実績と成果でございます。 
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 研究成果の訴えが足らないとのご指摘が、前回ございました。２２年度を含め、国際

協力に関しては実に様々な取り組みを行ってまいりました。このページに記載の成果は、

主として２２年度に開催した国際ワークショップの成果であると確信いたしますが、右

に記載しておりますように、国際的なプレゼンスと評価は確実に高くなってきておりま

す。先ほど申し上げましたように、今朝方、ＮＡＳＡとの間で電話会議を行っておりま

すが、これはオランダのＮＬＲと共同で現在行っておりますＡＳＡＳに関する研究をさ

らに発展させ、ＮＡＳＡからトラジェクトリ管理の実現に向けて共同歩調をとろうとす

るために、開催することになったものであります。 

 また、こうした電話会議に臆せず参加する研究員が育ってきているということも、成

果ではないでしょうか。こうした活動は、従来想像できなかった成果と思います。研究

所としては、こうした成果をベースに、アジア地域において先導的な役割を果たしてい

く自信ともなっております。 

 次のページをお願いいたします。１４ページでございます。国際ワークショップに関

して、活動及びその成果を集大成いたしました。 

 第１回国際ワークショップ開催で得られた自信をもとに、第２回国際ワークショップ

を開催いたしましたが、ＡＴＭ／ＣＮＳに関するアジア最大規模の国際会議を主催し、

発表論文について査読を実施し、研究所の総力を挙げて成功させたことは、研究員がこ

れから先、国内外において活躍していく上で大きな自信になっていると自負いたしてお

ります。研究所として、こうした国際会議を開催することは当然のことではないかとの

反論はございますが、当研究所では、これまで自主的かつ主体的にかような国際会議を

開催してきた経緯がございませんでした。こうしたハンディキャップを乗り越え、開催

できましたことは、繰り返しになりますが、研究所組織として大きな自信となっており

ます。今後、恐らく当然のことのように開催されるようになると期待しているところで

あります。 

 次に、ページ１５をお願いいたします。第２回国際ワークショップの大きな成果とし

て、前回も説明し、今回も改めて提出させていただいておりますが、特に改めて強調し

ておきたいのは、欧州が進めておりますＨＡＲＡ！、これはＡＴＭにおける高度な自動

化に関する会議の略称でございます。これに参加の呼びかけがあったことでございます。

当研究所のプレゼンス向上、評価の向上があって、初めてこうした呼びかけがなされた

のではないかと思います。 
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 なお、ワークショップに関する今後の展望ですけれども、継続性のあるワークショッ

プ等をしていきたい。それから、外国人査読者を積極的に登用していこう。出版社等の

利用により、論文の種の引用拡大を図っていこう。国際ワークショップとして、国際的

評価の定着を目指していこう、こう考え、行動していきたいと思っております。 

 続いて、ページ１６をお願いいたします。国際協力に関する続きでございます。 

 電離圏による測位誤差補正の地域化に関し、アジア地域のＩＣＡＯ加盟国を先導する

など、アジア地域での中核的研究機関としての認知が進んでまいりました。ＩＧＷＧの

会議を主催したことにより、電離圏研究の主導的機関として国際的評価が定着してまい

りました。ＩＣＡＯ、ＲＴＣＡ等、国際技術基準の策定会議に積極的に参加し、我が国

の国益確保に寄与してまいりました。 

 また、航空の安全監視機能として、航空局がＩＣＡＯから地域監視機関、ＲＭＡの認

定を受けていること、当研究所の支援がなければ、この認定は実現し得なかったことに

ついても、既にご報告させていただいておりますが、最近になりまして、韓国航空局も

地域安全監視機関として認定を目指したい。ついては、技術支援をしてくれないかとの

要請が入ってまいりました。当研究所として、初めて海外受託に応じた協議となる予定

ですが、こうした事例が出てきておりますのも、これまでの活動成果の顕れと認識いた

しております。 

 以上説明いたしましたように、第２期中期及び２２年度における国際協力等に係る活

動の結果、研究所のプレゼンスの上昇、海外機関との連携強化、人材育成の著しい効果、

さらにＧＢＡＳ研究における国際的認知度の上昇、国際技術基準策定への多大な貢献等、

計画を大幅に上回る優れた成果を上げていると考えております。 

 次に、ページ１７をお願いいたします。電子航法研究所の国際交流についてのご質問

が出ておりましたので、それについてちょっと説明させていただきます。 

 第２期においては、第１期の倍以上の機関と交流していることになります。この図で

青でお示ししておりますのは、ＭＯＵ、連携協定を結んでいるものでございます。それ

から、赤の矢印で示しておりますのは、共同研究を現に進めているものを示してござい

ます。かなりの数になっておりますが、この数を今後さらに増加させていこうとは考え

ておりません。あくまでも研究成果の質を高めていくための手法の一つであります。 

 この表の中で、ニース・ソフィアアンティポリ、真ん中にございますけれども、そこ

の大学とのかかわりは長く続いておりますが、それぞれの得意分野を生かして研究成果



 -34-

を持ち寄って統合していく。その結果、工学的に質・能力の極めて高いミリ波レーダの

実現を目指しているというものが現在のところでございます。 

 また、オランダＮＬＲとの共同研究では、先ほども触れましたけれども、米国のＮＡ

ＳＡとの研究協力に発展していく可能性を秘めていると、このような状況でございます。 

 続いて、第２期中期の評価にのみ係る追加説明をさせていただきます。ページ１９を

お願いいたします。人材活用のところでございます。これは、前回ご説明のものを再掲

いたしました。中期の期間で様々な取り組みを行ってきましたが、特に強調したいのは、

キャリアガイドラインの見直しであります。国の機関の流れを受け継いでいる当研究所

では、どの研究員もいずれは最高管理者になることを想定した人事を行ってきておりま

す。しかしながら、極めて優れた能力を発揮するものの、後輩の育成とか研究管理能力

に疑問符が付けられてしまう研究員もおります。こうした現状を受け、キャリアパスを

複線化する決断をいたしました。 

 ページ２０をお願いいたします。具体的には、このページにお示ししますように、マ

ネジメントのできる研究者を育てていくことと、卓越した研究者を育てていくことの複

線化を目指すというものであります。当然のことながら、研究者の格付けを行う審査基

準にも反映しております。この変更には、研究企画統括を中心に、上席クラスの研究者

と議論を重ねてきました。研究所としては、研究者のモチベーションをいかに高く保つ

かに腐心するわけでございますが、こうした人材育成の方針転換は、組織運営において

も、また人材育成においても極めて大きな成果であると考えております。 

 次のページに行きます。基盤的研究でございます。ページ２２でございます。 

 基盤的研究については、前回ご評価の際に質問を投げられておりまして、多様な、そ

して長期については、どのように捉えているかとのご質問でした。このページに回答を

お示ししてございます。多様なという意味では、特に若手研究者の研究の自由な発想に

基づく研究のことを考えておりますし、長期的視点とは、萌芽的な段階から繋がってい

きまして、行政当局から求められた研究ではなく、実用化には遠いものをやらせている

ということでございます。ただ、私どもの研究所は、一般的な基礎研究を主として行っ

ているというよりは、応用研究に近い研究を行っているところでございますので、基礎

的な研究としてスタートさせたものの、いずれは重点研究に繋がるといったところに発

展していくことも、特に期待しております。 

 次のページには、そういった事例がどのぐらいあったかということを示してございま
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す。重点研究課題へ発展していったものは、一応成功した基盤的研究と考えれば、第２

期中期の中でおよそ４６％程度であったと考えます。済みません、これは必ずしも重点

研究のみではなくて、競争的資金とか受託研究に繋がったものも含めてでございます。 

 続いて、２４ページをお願いいたします。最後の説明でございますが、この中で基盤

的研究が重点研究等に繋がった例を３点お示ししてございますけれども、特に真ん中の

事例でございます。高速大容量通信アンテナを利用した航空通信システムに関する基礎

研究でございます。これは、画像情報の送信など、情報通信量の拡大がこれから進んで

くるわけですが、そのために多入力・多出力のアンテナに関する研究を開始したのです

が、その成果をＲＴＣＡとか航空局のＣＡＲＡＴＳに報告していく過程で、想像以上の

反響がありました。また、その重要性が再認識されたこともございまして、平成２４年

度以降、重点研究課題へと発展させていこうと考えているものであります。 

 追加の説明は以上でございます。 

【分科会長】  どうもありがとうございました。 

【事務局】  質疑の前に、前回、７月８日にご説明いたしました財務諸表の退職金の

勘案率について、ちょっとご審議を。２点まとめてという形なのですが、済みません。 

【分科会長】  ちょっと中断するような形になって申しわけありませんが、財務諸表

の件と、それから。 

【事務局】  １９－０６と０７でございます。電子研の資料です。 

【分科会長】  退職金の件ですね。これについて、分科会の結論を今日出しておく必

要がありますので、何か特段、ご発言ございますでしょうか。前回のこの委員会で一と

おりご説明は伺っていますので。特にご発言ないようでしたら、当委員会として了承と

いうことにさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、今の再審議項目の説明に対する質疑を行いたいと思いますので、どなたか

らでもご自由に発言をお願いしたいと思います。どうぞ。 

【委員】  国際的に色々な組織と連携・協定をやっておられるというのは解ったので

すが、ちょっとお伺いしますが、例えばＩＣＡＯなんかを相手にしますと、いろいろな

基準とかを作っているのですが、おたくのテリトリーというか、どういうところを担当

されていることになるのですか。エンジン単体などはやっておられないのですね。そこ

をちょっと説明していただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

【電子研】  私どものプレゼンの中ではお示ししてございませんが、第２期中期目標
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にかかる事業報告書、前回お示ししました資料の１８－０５でございます。ここの中の

１２１ページ、それから１２２ページにＩＣＡＯの関連のことが記載してございます。

特に１２２ページのＩＣＡＯの組織図を見ていただきますと、右のほう、オレンジ色、

黄色のところがございますが、上からいきますと、航空通信パネル、航空監視パネル、

航法システムパネル、管制間隔・空域安全パネルの４つのパネルがございます。それ以

外にも、実はＩＣＡＯの活動というのはたくさんございます。私どもの深く関わってい

るＩＣＡＯの標準策定作りを行っているパネルは、この４つのパネルでございます。 

 具体的にそのパネルの中でどのような活動を行ってきているかということについて

は、その前のページの１２１のところで触れさせていただいております。 

【委員】  それは理解できました。それで、この４つのパネル以外のところというの

は、それぞれいろいろな省庁にまたがって担当していると考えてよろしいのですか。 

【電子研】  航空関係ですので、国交省の中では航空局が主になろうかと思いますし、

それから、元々これは外交的な機関でございますから、外務省が関わっている部分もあ

ろうかと思います。 

【委員】  例えば先ほどのエンジンの騒音とか排ガスというのは、どこの省庁の担当

になるのですか。 

【電子研】  航空局が参画しています。ＣＡＥＰというパネルがございます。 

【委員】  それについては、おたくのほうでは担当しておられない。 

【電子研】  ええ、私ども、エンジンの騒音に関する専門家ではございませんので、

そちらのほうには参画はしておりません。ただ、騒音の問題というのは、航空機本体か

ら出される騒音、空域騒音、それからエンジンから出される騒音というのがありますし、

それはいわゆる発生源の問題です。一方で、はるかかなたのところで騒音が発生したと

しても、地表の人はあまり関係ないこともあるわけですから、現実の評価は地表に住ん

でおられる住民の方にどれだけの騒音を及ぼすかということだと思います。ですから、

そういった対策に関わる話であるとか、飛行経路によって軽減を図るということも出て

まいります。つまり、飛行経路に関わるようなところで、私どもが関わる部分もひょっ

としたらあるかもしれないという程度になろうかと思います。 

【委員】  ＩＣＡＯに対する活動、かなり限られた部分しかやっておられないような

感じになってしまうような気がするのですが、それはそういうものなのですか。 

【電子研】  申しわけございません。私、ＩＣＡＯの中で具体的にどれだけのパネル
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があるかというのは承知していないのですが、行政のほうで何かその辺のパネルの数と

いうのは掴んでいますか。そもそも幾つぐらいあるのか。 

【電子研】  実際の細かい数字までわかりかねますけれども、１０以上のパネルと、

また別にスタディーグループとかタスクフォースという専門分野ごとの専門家会議とい

うものがございます。 

【委員】  だから、他のところは、日本では、おたくのような研究所があってやって

いるという感じではないわけですね。 

【電子研】  他のところに関して。 

【委員】  他のパネルについて。 

【電子研】  私どもとしては、責任は負いかねる形になります。航空局の中でも、機

材に対する安全を所掌しているところ、航空機の運航に関して所掌しているところ、乗

員のライセンスについて所掌しているところ、空港の建設に関して所掌しているところ、

それから管制のように障害物件と航空機との安全勧告を同時に所掌しているところ、

色々なところがございます。その中でも、私どもとしては航空機の運航に関わる部分で、

航空保安施設に関わるようなもの、それから管制に関わるようなものに、実はアドバイ

ザーという形で派遣するわけですけれども、ＩＣＡＯはあくまで国が加盟している。で

すから、国がパネルの正式なメンバーなのです。私どもとしては、その正式なメンバー

に対するアドバイスを行う立場で出席させていただく。 

 ただ、パネルというのは、ある意味認知をする機関だと位置付けられますので、具体

的にはその下に実質的な審議を行うワーキンググループが設けられておりまして、そこ

では実質的な議論が行われる。そこには、私ども、正式なメンバーとして参加する格好

になっております。 

【委員】  ありがとうございます。 

  

【分科会長】  ほかにご意見ございますでしょうか。どうぞ。 

【委員】  研究所のほうでＳをつけておられるところがいくつかあるのですけれども、

例えば羽田空港の容量拡大に関する研究開発、今日、またご説明いただきましたけれど

も、ちょっと評価しづらいと思われるのは、数字的な評価と言いますか、研究がよくで

きましたと書いてあるんですけれども、どこまでできているのかというか。要するに、

ＧＤＰが何ぼ上がったとか、例えば飛行機の容量が何％よくなった、あるいは空港の拡
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張ができるようになったとか、そういう具体的に国民生活に関係があるようなことを数

字的にぽんと言えると、評価が高くなるのではないかなと思うのですが。 

【電子研】  おっしゃられる趣旨は非常によくわかります。私どもとしても、できれ

ばそういう形でご提示できるのが一番いいと思うのですけれども、これも行政とのかか

わりで、なかなかそうは言えない。最終的には行政が判断する。ただ、例えば羽田空港

につきましても、たしか４０万から４２、３万回の発着を目指すということで、昨年１

０月以降、順次増便をしていくという段取りになっております。いきなりそれだけの最

大容量にならないというのは、いろいろな事情があろうかと思います。管制官が順次習

熟を果たしていく。それによって、一方では安全の評価をステップ・バイ・ステップで

行っていくというようなことが、その根底にあるかなと思います。これだけの数は絶対

大丈夫ということを示せれば、即、可能ということになるわけですけれども、やはり人

間が介在する。 

 それから、必ずしも新しい評価手法を導入、それから機器の導入を図ったとしても、

すぐそれを使いこなせるというわけではないというところから、私どもとしてはこうい

うことに繋がっていきますよということをお示しはできますけれども、具体的にこれな

ら絶対大丈夫ですというところまでは、なかなかお示しできないということになります。 

 例えば、今回の説明では省かせていただいておりますけれども、たしか中期の説明の

中でマルチラテレーションについての説明をさせていただいているかと思います。これ

は、羽田空港のＡ、Ｂ、Ｃというのが従来の敷地の中にあった滑走路ですけれども、新

しく沖合にＤという滑走路を設けました。管制塔からは、たしか２．何キロ離れている

ところに位置する滑走路であります。こういう位置に滑走路が配置されますと、これま

で使っていたＡＳＤＥという空港面探知をするレーダーでは、例えば雨が降っていると

きにはなかなか航空機の把握ができないということで、どちらかといえばその滑走路を

使わないようにしていかざるを得なくなってしまう。しかし、マルチラテレーションと

いう新しい仕組みを導入することによって、現実にどこに航空機がいるか。それがどの

コールサインの航空機であるかということを、管制官に現実に情報提供することが可能

になってきております。それも管制官の負荷を非常に軽減する、能力を向上させること

に役に立っていると思います。 

 ただ、残念ながら、定量的に５０％、負荷を軽減させましたというところまではいか

ない。５０％容量を増やすことに繋がりましたということには繋がる。ただ、安全に航
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空機がどこにいるか、管制官が把握するのには、極めて重要な手段となってきていると

いうことではないかと思います。定量的な話ができなくて、大変歯がゆいのでございま

すけれども、ぜひその辺はそのようにご理解いただければと思います。 

【分科会長】  たぶん今の委員からのご質問は、きょうの補足説明の９ページあたり

に容量拡大ということが赤い字で書いてあって、その下の、計画を上回る優れた達成状

況ということから、それを定量的に知りたいというのが評価委員側の願望であるという

ことだと思います。 

 私のほうからも１つ伺いたいのですけれども、中期の基盤的研究のところで、先ほど

基盤研究が重点研究や外部資金に繋がる成果を半分近く上げているというご説明をいた

だいて、そこは納得したのですが、もう一つ、この中期計画の中で若手研究者の自立促

進ということをうたっていらっしゃるのですが、これは具体的に基盤研究をやった若手

研究者を、人事システムの中でどういうふうに評価して自立促進を促しているのでしょ

うか。 

【電子研】  私どもの研究所の中で研究がどのように進められているかということを

ご説明させていただきますと、資金的には重点研究というテーマで行われているものが

圧倒的に多うございます。予算的には９０数％です。基盤的な研究、基礎的な研究を行

っている者は、予算的には数％でございます。そういったテーマの選定において、重点

研究というのは、どちらかといえば、国から非常に要望が強い、社会でもニーズがはる

かに高くなっていそうだ、国際的にももう進められているという情報をベースに重点化

して、国内での取り組みを図っていくというものでございます。 

 一方で、基盤的な研究というか、必ずしもその先がはっきり見えているものではない。

そういったものについては、その分野、それぞれの専門家ないしは専門家になろうとし

ている若手の研究者が独自のアンテナで把握したテーマについて、研究していこうとい

うことを自らが提案する。自らが実行する。自らがその結論を出していくという過程が、

若手研究者を自立させていくことに繋がると考えます。 

【分科会長】  それも研究所としては、先ほどのキャリアガイドラインみたいなもの

の中に位置づけていらっしゃるわけですか。 

【電子研】  今の点、少し説明させていただきます。今、分科会長、おっしゃったと

おりでございます。今度のキャリアガイドラインの見直しの中では、その部分に力を入

れております。すなわち、若手の研究者が自らどう育っていくか、あるいは自らがどう
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研究力を高めていくか、そこが極めて重要な課題でございました。 

 最近入ってくる新人の研究員は、主にドクターコースを出て、一応学位を取って入っ

てきた研究者が多うございます。ところが、現実を申しますと、当研究所でやっている

運航に関わる、特に航空の運航に関わる研究というのは、残念ながら日本の大学でそれ

を専攻してやっている大学はございません。従いまして、そういう研究のセンスをお持

ちということと、当研究所でやっていく、あるいはニーズの高い課題をやっていくとい

うのは、若干ずれがございます。従いまして、当研究所でこれから必要となるような研

究について、また今まで学生時代にやっているような研究のセンスを使って、その方面

で同じく学位相当あるいはそれ以上の研究力を立てていく、そこがこのキャリアガイド

ラインの中に今回、新たに見直しとして入れたものでございます。 

 ですから、そういうことを考えて、さらにこの研究力を深めていくということをやっ

て、そしていずれは後輩を育てていくという流れに持っていくためのパターンを創って

いった。それが大きなこととなっていると考えております。 

【分科会長】  どうもありがとうございます。ほかに委員の方からご質問。どうぞ。 

【委員】  Ａ３の紙のちょうど真ん中辺くらいですか、備考欄に基礎的研究の蓄積の

ところです。これ、私、感じたのですけれども、トラジェクトリ管理が可能な実験用Ｕ

ＡＶに関する基礎的研究というのが、１８年から２１年までまずやられて、その後、引

き続き２２から２４年までと、ずっと継続してやられているのですね。だから、基礎研

究といっても、かなり長い年月に亘っているのですが、その切り替えのときにタイトル

を少し軸足がわかるような形にしていかれたほうがいいのではないか。あまりに大きい

テーマだと、研究者はどうしても逃げ込んでしまって、その中で動くことの余地を作っ

ているのではないか。基礎研究といえども、ある程度中身を少しずつ絞りながらシフト

していくということは、当然あるのだと思うのですけれども、同一テーマで７年とかは

ちょっと長いかなという感じがしました。いかがでございましょうか。 

【電子研】  おっしゃるとおりです。大変申しわけございませんが、電子研資料１９

－０５－０２というのをご覧になっていただけますでしょうか。１枚紙の、今回お出し

している平成２２年度業務実績へのコメントに対する回答というものでございます。 

 本当に申しわけございません。私どものタイピングのミスでございまして、これにつ

いては平成２２年度から開始したものでございまして、ほかのものと混同して平成１８

年からという形になっていたものでございます。 
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【委員】  間違えたということですか。 

【電子研】  ええ。申しわけございません。根底から誤解を招くような資料を提供さ

せていただきまして、謝る以外ないです。申しわけございません。 

【分科会長】  ほかにご質問ございますか。 

 そうしましたら、ほかに特に質疑、意見、ないようですので、一旦研究所と一般の傍

聴者がおられれば、ご退出いただきまして、それからちょっとお待たせしますけれども、

また入室をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【電子研】  これは正式なコメントではございませんけれども、トラジェクトリとＵ

ＡＶとのかかわりというのは、ＵＡＶを使って現実にどれだけ地上から航空機を制御で

きるかというのと、あわせて実機を使ってやったのでは非常にコストがかかるというこ

ともありまして、うまくすればかなりコストを低減させて、トラジェクトリに関する評

価実験もできるのではないかということで、これはまさに研究者自らがいろいろな情報

を収集してきて発案してきたんです。そういうのを是非やって欲しいと、こんなことで

スタートさせたものです。 

（電子航法研究所退室） 

（電子航法研究所入室） 

【分科会長】  よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、まず電子航法研究所の２２年度の総合評価ですけれども、順調とい

うことで、Ａ評価ということで確定いたしました。 

 それから、中期目標期間中の業務実績に関する総合評価も、同じく順調・適正に実施

されているということでＡ評価になりましたので、報告させていただきます。 

 中身的には、組織運営をかなりこの中期期間の間、見直しを行って研究活動を活性化

されたという点については、高い評価がされております。 

 それから、羽田空港などの混雑緩和とか安全性向上、それから国の航空管制業務のニ

ーズにこたえている点、こういう活動も高く評価されております。 

 それから、昨年度、２２年度にアジアで最大のワークショップを実施されて、それが

研究所の国際的なプレゼンスを上げたという点についても、かなり高い評価が個別項目

としてされているということを申し添えたいと思います。 

 あと、委員の方から何か付加的なコメントがあればお願いしたいと思いますが。よろ

しいですか。 
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 そうしたら、特に付加コメントは評価委員の方からはありませんので、次に東日本大

震災における報告をお願いいたします。 

【電子研】  それでは、最後に東日本大震災の被害状況についてと、震災対応として

利用できる研究成果についてご説明いたします。資料１９－０８でございます。 

 まず、１ページ目、お開きいただきますと、実験用航空機とＧＮＳＳ実験設備等につ

いての被害の模様を示しております。この実験用航空機は、仙台空港の中にございます

整備業者の格納庫の中に、津波の際、置いてあったわけですけれども、ここに津波が押

し寄せましたために、水没、ただし全部ではありませんが、キャビンドア付近まで水に

浸かっております。このことによって修理がもうできないという状況であるとともに、

津波によりまして格納庫の中の物件が水に乗って流れたりぶつかったりしまして、特に

左側の主翼は整備作業用の足場がぶつかって、それで曲がってしまっているということ

になっております。従いまして、航空機の保険に入っておったわけでございますけれど

も、保険会社によれば、これは全損であるという鑑定評価になってございます。これは、

７月２７日に保険会社より通知を出していただいております。でき得れば、研究所とい

たしましては、これにかわる次の実験用航空機を求めていく方針でございます。 

 それから、ＧＮＳＳ実験設備等でございますが、これは仙台空港の敷地を利用しまし

て、ここに写真等ございますが、下半分の真ん中ですけれども、赤白に塗り分けた実験

局舎とか、空港内に４器配置しましたＧＮＳＳ基準局、さらにはその中の電源キュービ

クルとか実験用車両などございましたが、これらはすべて津波で水没したり流されたり

しておりまして、目立つものは、赤白の実験局舎は、その下の小型の飛行機がたくさん

写っている写真がございますけれども、この中にまで流されてしまっているということ

でございます。ほとんど全損の状態でございます。 

 次のページをお願いいたします。次のページは、私どもの岩沼分室の庁舎があります

けれども、ここにも津波が押し寄せました。ここは、仙台空港の隣接地にございますけ

れども、左上の写真がちょっと小さいですが、一面津波が押し寄せている、水が写って

いる写真でございます。この間、１階部分がほぼ天井に近いところまで水没いたしまし

て、中に置いてあったものが大被害を受けております。２階以上は、一応大丈夫という

ことではございます。 

 それから、庁舎等の棟でございますけれども、右下と右上のほうに格納庫がございま

す。私ども電子研は、独自の格納庫を仙台空港に持っておりました。中にたまたま飛行
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機は置いてなかったのですが、津波がここにも押し寄せまして、扉が流されたり、波が

格納庫の中でぐるぐる回ったりした関係上、相当な被害を受けております。ただ、建物

自体には、特に建てかえなくてはというほどの被害はございませんので、扉とか中は修

理するという考えでおります。 

 これに必要な予算でございますけれども、庁舎等につきまして一時的な修繕費は、先

日の平成２３年度第１次補正予算の中で確保されております。ただし、実験用航空機と

か実験用設備につきましては、今後、恐らく今月末に予想されます第３次補正予算ある

いは平成２４年度の本予算のいずれかで要求する考えでおりますが、予算が確保される

ことを願っております。 

 以上が被災状況と復旧の見込みでございます。 

 次に、震災対応として利用できる研究成果について、２件ほど簡単にご説明いたしま

す。 

 １番目は、ティス・ビー、ＴＩＳ－Ｂと書いてございますけれども、これが平成１９

年度から２２年度まで研究したものでございまして、この中身は、地上側のレーダー、

その他で周辺の航空機の位置が判明するわけでございますけれども、このデータを大き

な図の左下角にございますが、地上送信装置から空に向かって送信してやって、それを

ここに防災ヘリ等と書いてございますが、例えばヘリコプターの中に地上のレーダーと

同じような画面で表示ができる。従って、少し視程が悪いときでも、この防災ヘリ等の

周辺にどのような航空機が飛んでいるか、把握することができるというものでございま

す。従いまして、レーダーが動いていて管制のサポートが受けられない地域、特に飛行

場でない場所といったところでも、防災ヘリにそういうしかるべき装置を搭載すれば、

近くの飛行機の状況が判明するというものでございます。 

 また、レーダーがない地域につきましては、この次に説明します受動型ＳＳＲ等と組

み合わせたりすることによりまして、同じようにこの防災ヘリ等で周辺の航空機の状況

が判明するという装置、或いはそういう中身の研究でございます。これは、将来的には

ＡＳＡＳ、エーサスと言いまして、航空機側で必要な管制間隔を取っていこうという研

究を今、電子研でいたしておりますが、その前提となるような、他の飛行機の航空機デ

ータを飛行中の航空機の中で利用できるようにするという研究でございます。 

 次のページ、お願いします。受動型ＳＳＲでございますけれども、これは既存のＳＳ

Ｒ、地上の２次レーダーのアンテナ、この電波に反応してトランスポンダから返ってく
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る電波を地上で観測いたしまして、自分から電波を全く出すことなく、そのトランスポ

ンダを積んでいる航空機のある位置を特定するというものでございまして、ＳＳＲがあ

るところであれば、自らそこにレーダーを設置しなくても場所がわかる。上段の右端に

１例が出ておりますけれども、こういうふうに時間的にずっと表示を積み重ねていきま

すと、航空機の航跡がこのように判明するというものでございまして、これはかなり長

期間にわたりまして電子研で研究してきたものでございます。 

 左下に書いてございますように、最新の受動型ＳＳＲ装置というものが、アンテナも

含めて写真が載っております。これはつい先日、こういう形のコンパクトなプロトタイ

プが完成したものでございまして、具体的には空港の周りの騒音を監視する仕事をして

おります（財）空港環境整備協会で採用されて、空港周辺の飛行経路の監視にお使いに

なっているそうでございますけれども、これを被災地などに持ち込みますと、災害時の

臨時ヘリポートなどでも、周辺を飛びますヘリコプターの位置あるいは経路を自ら判明

するというものでございます。 

 以上２件、簡単にご説明いたしました。 

【分科会長】  どうもありがとうございます。仙台は壊滅的というか、ひどい被災状

態のようです。予算要求等、これからされるということですけれども、何か委員の皆さ

んから質問等ございませんでしょうか。これは２２年度中に起きたことで、２２年度の

決算みたいなところで、減損というか、損害額の算定というのはどの程度把握されて、

どういう財務報告になっていたのでしたか。 

【電子研】  航空機のほうは減損でございますけれども、金額は出ているのかな。総

務課長、何かわかりますか。 

【電子研】  航空機につきましては、帳簿価格はゼロと記してございます。工具備品

についても、被害額については減損処理しております。ただ、土地につきましては、３

月８日時点で、地震被害の減損の帳簿が上げられたことがございまして、２２年度で鑑

定評価をして、地震に関わらない部分で減損処理をしておりますが、地震に係る被害に

ついては、まだ状況を把握できておりませんので、２３年度をもって再評価をした上で

対応したいと考えておるところでございます。 

【分科会長】  他に委員の方からご質問ございませんか。よろしいですか。 

 それでは、長時間、どうもありがとうございました。 

【電子研】  では、最後に、理事長、おりませんから、これまで長い時間かけてご評
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価いただいたことに感謝いたしますとともに、今いただいた評価を真摯に受けとめまし

て、この次のときには１つでもよい評価になるように電子研として努力してまいりたい

と思いますということを、理事長から申し上げてくれということでございました。まこ

とにありがとうございました。 

【分科会長】  ご苦労さまでした。 

（電子航法研究所退室） 

 

（海上技術安全研究所入室） 

【分科会長】  どうもお忙しいところ、ありがとうございます。海上技術安全研究所

について、最初に再審議項目について３０分間ご説明をいただいて、その後まとめて質

疑をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【海技研】  海上技術安全研究所の理事長の茂里でございます。引き続き、よろしく

お願いします。 

 このたび、第２期中期業務実績に対しましては、２つの評価項目について再審議、そ

れから２２年度のことにつきましては、１項目について再審議というご指示をいただき

ました。ということで、その３つのことについてご説明したいと思いますが、お手元の

資料で１９－０５－１が第２期中期業務実績に関する補足説明資料と書いてございます

が、それが２つの再審議評価項目に関する説明の資料でございます。それから、０５－

２が２２年度に関するものでございます。今日は、この２つの資料を使ってご説明させ

ていただきたいと思います。この資料には、末尾に委員の皆様からいただきましたコメ

ントのうち、補足説明を要すると考えられたものにつきましては記載してございますの

で、後で簡単にご説明させていただきたいと思います。 

 それでは、早速でございますが、１９－０５－１、第２期中期業務実績の資料をお開

きいただければと思います。 

 表紙をめくっていただきまして１ページ、左の角に１と書いてございますが、これが

ページ数になっております。１ページから引き続きまして４ページまでが、これは我々

がつけた番号でございますが、評価項目５、すなわち政策課題解決のために重点的に取

り組む研究開発課題のうちの、海上輸送の高度化という件に関する事柄でございます。

それから、その資料の一番上の右のほうに概要説明資料１９－０４、Ｐ２６参照と書い

てございますが、概要というのは、先般の７月８日のご説明のときに使ったもとの概要
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資料のページ数を書いてありますので、説明の間で必要であればご参照いただければと

思います。 

 それでは、この項目について改めて我々の行いましたことを説明させていただきます。 

 まず第１に、揮発性有機化合物、ＶＯＣを大幅に削減した防汚塗料を開発いたしまし

て、工数削減に成功したということについてご説明させていただきます。 

 ＶＯＣを少なくする、低くすることにつきましては、２０１０年までに３割削減する

という目標を政府が設定しております。しかしながら、船舶で使用する防汚塗料は、こ

のＶＯＣの溶剤を多量に使用して粘度、粘りっこさを低くすることが必要でございまし

て、なかなかその低減化は達成されないでおります。そういう状況の中で、海技研では

粘度の低い低分子量の樹脂と金属化合物の活性顔料の２液を混合した、新しい低ＶＯＣ

塗料を開発いたしました。これは、従来の防汚性、塗装性を達成すると同時に、表面の

滑面が実現できまして、船体の摩擦抵抗の軽減にも寄与する塗料として評価いたしてい

るものでございます。社会への貢献のところに書いてございますが、塗料の使用量、そ

れはとりもなおさず塗装に要する時間になるわけですが、約３割削減して造船所におけ

る工数の削減に大きく貢献いたしております。また、当初の目的でありますＶＯＣの排

出が２分の１程度になりまして、環境保全に貢献いたしております。それから、先ほど

申し上げましたが、船の摩擦抵抗の軽減にも貢献しているということでございます。 

 これは、共同研究者でございます中国塗料が平成２２年７月から販売を開始いたしま

して、２２年度は２０隻、９,０００万円余の販売実績がございます。中国塗料としては、

２３年度は３億円、２４年度は７億円を目指しているということでございます。これが

まさに政府が定めた技術的な課題、ＶＯＣの揮発性の成分を少なくするという課題に対

して効果的な手法を提示して、政策課題解決のために貢献したのではないかと思ってお

ります。 

 ２ページ目は、今ご説明した事柄に関する新聞記事でございまして、写真は商船三井

の自動車運搬船で、この船にこの塗装が使用されたことを報じているものでございます。 

 ３ページは、同じ評価項目５のことでございますが、板曲げ配管作業を大幅に効率化

できるソフト教材を開発したということでございます。ここでソフト教材を開発と書い

てございますが、いわゆる支援システムを開発したと理解しております。造船に限らず、

多くの製造業ではそうかもしれませんが、特殊技能の習得が重要なときでありますけれ

ども、技能伝承ができる熟練者が減少しているのが現状でございます。右に小さな棒グ
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ラフが書いてございますが、造船従業員の年齢構成を示しておりまして、４０代、３０

代が少なくなっている実態でございます。その中で技術伝承が非常に重要になっている。

これも政策課題として製造業の中では取り上げられていることでございます。それに対

しまして、我々は、こういう現場を調査しまして、現場の技能者が長年の経験に基づい

て、それぞれ身につけてきた特殊技法、まさに継承したい技術でございますが、そうい

うものをいろいろ分析しまして標準化し、支援システムとして教材に仕上げたというこ

とでございます。 

 例えば配管艤装の習得には数年を要すると言われておりますけれども、この新システ

ムでは１０日間で習得できるということで、各地にございます造船技能研修センターや

大手の造船所でも、これを教材として利用しているところが増えております。右に実績

を示しておりますけれども、２期の間に使用した会社の数を示しております。この件は、

２０１０年度に人工知能学会の研修会優秀賞を受賞しております。すなわち、こういう

暗黙知を形式知にした一つの例として表彰されたということでございます。 

 それから、もう一つ例として挙げているのは、ぎょう鉄でございます。ぎょう鉄とい

うのは、簡単に平面に持っていけないような曲面をプレス線、鉄板を薄くして、ガス線、

鉄板の厚さを変えることによって平板から非可展面をつくるという作業ですが、これも

なかなか技術の要る仕事でございます。これにつきましても、船体外板の曲面製作を容

易に、しかも高い効率で行う。従来の４０％削減になっておりますが、そういう手法を

開発しまして、それを後継者育成のための支援システムとして使っているということで

ございます。 

 右のグラフは、導入した会社における実績を示しているもので、曲率線展開という方

法で呼んでいるんですが、これを適用した後、工数が右のほうが少なくなっている。こ

の件につきましては、導入後もそれぞれの生産現場に出向きまして最適化を行う支援を

行っております。 

 その次、４ページは、船型開発システム。船はオーダメイドのものでございますので、

１隻１隻、基本設計を行うときには手間もかかりますし、またデータベース、チャート

などがあるんですけれども、なかなかできないというのが現状でございます。それに対

しましてＨＯＰＥという最適化プログラムを開発しまして、これによって設計段階にお

ける船型要目の最適化及びその性能推定を、いわば若手設計者でも、経験が少ない設計

者でも容易にできるようなプログラムにしました。これは、改定版がＨＯＰＥ ＬＩＧ
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ＨＴと言っているものですが、こういうものをつくって技術継承に当たっております。

これは、民間会社で１０社が現時点では導入いたしておりまして、造船所の設計作業の

省力化、効率化に貢献してございます。我々としては、アフターケアという意味でユー

ザーセミナーを開催しながら、この手法の普及に努めているということでございます。 

 その右に絵がありますが、横軸が船の速度 

、縦が馬力でございますが、一番下のほうに長い線で曲線がずっと引いてありますが、

それが速度によってどの程度の馬力が必要かということを出したグラフでございます。

それから、上に何本か線が入っていますが、これは大きい波のとき、どのぐらいにそれ

がなるかということを推定したものでございますが、これがありますと、この船を動か

すときにＣＯ２をどのくらい出すことになるかということも、初期の段階で推定できると

いうことで、そういう趣旨にもこのプログラムは使われております。そういう意味で、

政策課題解決という意味で活用されております。 

 次に、５ページから７ページまでは、２つ目の再審議項目、評価項目８、研究開発成

果の普及及び活用の促進に関するものでございます。これにつきましては、５ページで

政策立案等への貢献、それから６ページでは、産学連携等のこと、それから知財、成果

の発信という３つの項目についてまとめております。 

 政策立案等への貢献といたしまして、まず１つは、海の１０モードプロジェクトの提

案。これは、先ほどのグラフもそうなんですが、波がありますと船というのは進む速度

が遅くなります。馬力が高くなります。そういうことで性能低下するんですけれども、

こういう研究実績を積んできまして、その結果、ＣＯ２排出性能を低量化、視覚化する指

標として、海の１０モードという概念を考案いたしました。これを海運業界のいろいろ

な方々のご意見をいただき、勉強会でご意見をいただきながら、今後取り組むべき課題

と認証システムとして整理しまして、国土交通省に提案しました。これが政策立案への

貢献ということでございます。 

 右の箱に書いてございますが、国土交通省におきましては、２０年度予算でこれをプ

ロジェクトとして取り上げていただきました。海技研からの政策提言がトリガーとなり

まして、プロジェクト化し、研究所からの提案で政策が具現化するということは過去に

ないことで、そういう意味で独立行政法人のミッションの一つの成功事例というか、ロ

ールモデルと言っていいのではないかと思っております。 

 その下が政策立案に関するもう一つの例でございますが、外洋上プラットフォームの
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研究開発に関する貢献でございます。一番左の箱に書いてあることは、当該の第２期で

はないんですが、第１期の時期にこういう基礎的な外洋上プラットフォームに関する研

究を行っておりました。その結果を踏まえて、中ほどの箱にございますように、国土交

通省に対しましてプロジェクト化を提案しまして、１９年度の予算でプロジェクト化さ

れたという例でございます。そして、そのプロジェクト化された後は政策の実施に貢献

してまいりました。これもプロジェクトの立ち上げに対する働きかけ、それから技術成

果をバックにして政策立案の実施に貢献したことになるのではないかと思っておりま

す。 

 ６ページは、研究開発成果の普及及び活用促進の別の切り口でございますが、民間と

の連携という意味で、民間受託の増加でございます。今期は４５１件ということで、右

に棒グラフが書いてございますが、第１期に比べて１．７倍になっております。これは

単に件数が増えたということを示しているだけではなくて、このことはとりもなおさず、

こういう受託研究を通じまして、海技研が保有する技術的知見を民間に普及したと考え

ております。実践につながる課題に対して共同研究することによって普及した。その事

例として、箱にいくつか研究テーマの例と書いてございますが、説明は省略させていた

だきます。 

 その下は研究、知財の収入増加と、それに対する努力でございます。これも右のグラ

フ、一番右に第１期と第２期で知財収入、これは金額でございますが、比較がございま

す。この額は１８年度から２１年度ですので、必ずしも第２期に正確に対応していない

んですが、データによりますと、プログラム収入は左のほうに書いてございますが、Ｊ

ＡＸＡやＪＯＧＭＥＣ、産総研に次ぐ額になっております。特にそのプログラムにつき

ましては、バージョンアップなども行いまして、あるいはセミナー等を行いまして、ず

っと引き続き対応しております。 

 ７ページに参りまして、戦略的知財の件でございますが、知財関係につきましては、

１８年度、第２期の最初の年でございますが、この年に海技研では知的財産情報センタ

ーを設置しまして、１９年度に特に知財の専門家を外部から採用しまして力を入れてま

いりました。その結果、研究者１人当たりの知財出願プログラム登録件数は、右のグラ

フに見るような格好で増加しております。 

 それから、その下の広報関係業務につきましても、２１年度に海事専門誌の役員を研

究所の情報関係の担当に採用しまして、広報体制を強化いたしました。その結果、右に
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書いてございますように、一般誌での露出度、ホームページ等へのヒット数が第１期に

比べて格段に増えてきたということで、研究成果と同時に、その普及・活用に努力して

きたところでございます。 

 ８ページ、９ページは、先ほど申しましたように、委員の皆様方のご指摘に対して回

答を要すると思われたものを書いてございますが、今の評価項目８の続きという意味で、

９ページを先にご覧になっていただけますでしょうか。９ページは、ただいまご説明し

ました評価項目８、すなわち研究開発成果の普及及び活用の促進に関連して、次のよう

なご指摘をいただいております。プログラムや試験水槽、施設ですが、こういうものに

関しては、ビジネスとして独立させる方策も考えるべき時期に来ているのではないかと

いうコメントをいただきました。 

 これにつきまして回答は、プログラム普及、それから施設の外部利用は、法的には本

来の研究所の業務というぐあいに考えているということでございます。もう少し詳しく

説明させていただくと、プログラムにつきましては、確かにビジネスベースになっては

いるわけですが、そういうことで、本研究所として対応できる範囲で知的財産情報セン

ターを中心に対応しておりますが、このプログラムの成果普及は、海技研法に定められ

た業務の一つになっているという理解でおりまして、こういう体制で今後も知財の移転

に努めてまいりたいと考えております。 

 それから、施設につきましては、施設の大半を国から現物出資を受けたものというこ

とでございますので、これも海技研法において、共同利用や外部利用が業務として追加

されない限り、ビジネスとして独立させることは困難ではないかと考えておりまして、

業務に支障のない範囲で外部利用を促進していく方針でおります。むしろ、施設利用を

中心として、今期掲げているんですが、オープンラボという形で施設は活用していきた

いと考えております。 

 １枚戻っていただきまして８ページでございますが、引き続き委員の方からのご指摘

でございますけれども、これは再審議の項目でございませんが、評価項目７でございま

す。国際活動の活性化という項目に関して、研究業績そのものについては、既に他の評

価項目、研究業績のところで評価している、それをまた国際活動でも評価するというこ

とは、重複になるというご指摘でございます。 

 下の絵は我々の思いを書いたつもりでいるんですが、一番上にある研究開発の成果。

我々は研究所ですので、出していくことは当然かと思いますが、それを右のほうの、例



 -51-

えば民間への成果普及。今ご説明したような形で成果普及に持っていく、それから中ほ

どの政策立案へ持っていくという貢献をする。このときには、今ご説明しましたように、

異なる質の業務を必要とすると考えております。あるいは、学会に出した論文をそのま

まどこかに送ることによって簡単になるということでなくて、異なることに応じた取り

組みがあって、初めて下の１階のレベルの成果が出てくると考えております。そういう

ことで、一番左側に書いてあります国際活動を通じた国際条約化への貢献につきまして

も、研究成果を上げることとは次元の違う業務として取り組んでおります。 

 回答のところに書いてございますが、具体的には２行目の後半のほうでございますが、

こうした条約の作成・改正にかかわる国際機関等での活動。具体的には、戦略的な啓発

をする、理解を深めるためのセミナーの開催。それから、審議をする委員会・会議の議

長に、技術的背景を持った当所の人間がなる。あるいは条約を審議する国際会議に職員

を派遣するということを通して、研究成果を国際条約化になるように取り組んだという

ことで、これは平面に投影すれば重なってしまいますけれども、階層として１階、２階

という格好で違っているのではないかと考えております。 

 以上が第２期中期についてご指摘いただいた２つの再審議に関するご説明でございま

す。 

 引き続きまして、２２年度でご指摘いただいた件でご説明させていただきます。０５

－２の資料でございます。これは、２２年度は１項目、評価項目３、政策課題解決のた

めに重点的に取り組む研究開発課題のうちの海洋環境の保全の評価につきまして、再審

議になっております。理解を深めていただくために、１ページに二重丸がついておりま

すが、船舶からのＣＯ２排出による地球温暖化防止に資する研究と、２ページ、排出ガス

の放出による大気汚染の防止に資する研究、この２つをご紹介させていただきます。 

 ＣＯ２排出の件につきましては、下に３つ箱がございますが、まず右のほうを見ていた

だけますでしょうか。これの背景になるんですが、実海域性能評価技術を確立いたしま

した。すなわち、船は実際に波の中を走っているということでございますので、波の中

を走るときに、どの程度抵抗増加があるか、あるいは余計な馬力を必要とされるか。そ

れはとりもなおさず、余計なＣＯ２を排出することになるということでございまして、そ

れを評価する手法を計算、それから実験、両面から確立いたしました。 

 中ほどの絵は、その一つの応用した例でございますが、ＳＴＥＰという黄色い枠にか

かっている下の写真、これは船の前の口に当たるところにこういう板をつけることによ
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って、波浪中の抵抗を小さくする。波浪中での性能の劣化、波浪中でのＣＯ２の増加を防

ぐことができる船型を開発したんですが、これについても先ほどのような指標、評価方

法ができましたので、実験で確認し、その実験結果に基づいて実践にも応用したという

例でございます。 

 一番左は、空気循環法という方法によってＣＯ２削減に成功したという例でございま

す。これは、内航船に成功していたんですが、ばら積みの外航船にもこの手法を応用し

て抵抗の削減を図りました。この箱の中に書いてあることは、当初の年度計画において

目標としていたことを超えた成果があったと我々が評価したものでございます。 

 その下の２ページになりますが、これは排ガスの問題でございます。ＮＯｘ、ＳＯｘ

等の汚染にかかわるものでございます。年度計画の達成状況というのは、これは年度計

画で言ったことの達成した状況です。これは一応達成しているということで、小さな字

で書いてございますが、それを超えて得た成果として、下に前のページと同じように箱

に入れて書いてございます。排ガス規制においては、規制方法、削減方法及び認証方法

が３点セットのような形で必要でございます。削減方法につきましては、ＳＣＲの脱硝

装置によりましてクリアできることを確認しております。また、その脱硝装置の実用化

に向けましては、実践での検証実験を行い、そんなにいい結果が出るなら行おうという

ことで、話がつきました。 

 それから、一番下になりますけれども、削減方法のもう一つとして、電子燃料噴射装

置を併用すると、もっとよくなるということも、当初の年度計画ではそこまで考えてい

なかったんですが、そういう一歩踏み越えて新しい削減方法が見出されております。そ

ういうものをもとにしていろいろ検証したんですが、これは脱硝装置ですから、自動車

で言えばマフラーのところにつけるものと思っていただければいいと思うんですが、こ

れの認証方法として、エンジンと切り離して脱硝装置だけの性能を取り出すというやり

方でやるのが、認証方法としては非常に技術的にも合理的であり、妥当なものだという

我々の考え方を国際条約をつくる場に提案して反映したということでございます。 

 あと、３ページになるんですが、ご指摘のことについての説明がございます。評価項

目３、海洋環境の保全に関するご指摘をいただいて改めて読んでみると、ご指摘の内容

は、評価調書の書き方に関するものと理解させていただきました。これは非常にわかり

にくいというご指摘でございますので、ここではご指摘どおりということでお答えする

しかないのでございますが、今日の説明では、年度計画レベルで終わった内容、それか
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ら年度計画を超えた内容に分けて資料をつくらせていただきました。 

 それから、４ページは評価項目４の海洋開発という内容に関する件でございますが、

例えばサハリン云々という記述がないではないか。次の評価項目５の件もそうなんです

が、熟練した云々ということについての説明がなかった、というご指摘でございます。

７月８日にご説明した資料は、概要という資料で説明させていただきました。その年度

に到達されたレベルのものにつきましては、報告書には書かれておりますが、特に取り

上げてその場では説明しませんでした、ということのお答えをしているつもりでござい

ます。 

 最後になりましたが、５ページは評価項目８に関する件で、これは先ほどご説明した

ことでございます。第２期のことで説明した内容と同じことでございます。 

 最後は、評価項目１１、その他主務省令で定める業務運営に関する重要事項というこ

とで、東日本大震災による施設設備等の減損があれば、その正確な把握が必要ですとい

うコメントでございました。実際、４００メートル水槽、実海域再現水槽では被害が出

ております。このたび補正予算で対応いただきまして、現在補修を進めているところで

ございます。補修後は稼働を再開いたしますので、いわゆる減損の対象にはならないと

当方では判断いたしております。 

【分科会長】  補足説明、ありがとうございました。 

 それで、再審議項目の審議に入る前に１件別件なんですけれども、前回のこの委員会

のときに財務諸表と退職金の業績勘案率についてご説明いただいておりまして、きょう

の資料の。 

【事務局】  １９－０６と０７でございます。薄い資料です。 

【分科会長】  ０６と０７ですか。最後、資料が入っておりますけれども、これにつ

いて委員の先生方から何かコメントございますでしょうか。 

 それから、財務諸表については、前回説明いただいた内容ということですが、何かご

質問ございますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、まずこの財務諸表と退職金の業績勘案率については、分科会として承認と

いうことを確認したいと思います。 

 それでは、引き続いて、今ご説明いただいた再審議項目についての質疑に入りたいと

思いますが、ご自由に発言をお願いいたします。どうぞ。 

【委員】  平成２２年度のほうで０５－２ですが、ここでは排出ガスの放出に関する
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大気汚染の防止に資する研究ということで、厳密に言いますとＶＯＣもこの中の一つと

して考えたほうがいいんだろうと思うんですが、例えば東京湾のようなところだと、こ

れが陸上の空気を汚染したり何かするということになっておりまして、特に車関係では、

車から出た排気ガスがどういう悪影響を及ぼしているかというのは、いろいろシミュレ

ーションをやったりしているんですが、船のほうでは、これに関して何かそういう広範

囲での影響みたいなことを、ある特定の地域についてやるとか、そういうことはお考え

ではないんですか。 

【海技研】  大気汚染の件ですね。後で当所の人間が補足しますが、国際的にはＩＭ

Ｏという国連の機関があるんですが、そこが中心になって今規制する方向にございます。

ただ、海は全空間に厳しい条件を当てはめるのは難しいということで、特定のエミッシ

ョン・コントロール・エリア、ＥＣＡと言っておりますが、そういう地域を地球上のあ

ちこちに定めまして、そこにあって何％以下で厳しく規制する。今そういう方向で国際

的には議論されている状況で、それに備えて、こういう改良を加えれば、そういう法律

も条約も実施可能だということを示しながら、今取り組んでいる状況でございます。 

【委員】  だから、私が心配するのは、こういう悪いものを出しているという話にな

ると、どこまでもいじめられるわけですね。行儀が悪いとかマナーのせいみたいな感じ

に最後、なっていって、それは非常に懸念されるところでありまして。例えば船からの

そういう成分が陸上の大気環境にどういうふうに影響を及ぼしているかというのは、特

に東京湾とか大阪湾、あるいは名古屋あたりもそうかもしれないですけれども、そうい

うところでどういう影響を及ぼしているのかという調査なしでは、際限もなく追い込ま

れていってしまうという感じは。おたくの研究所でもそう思っている方がいらっしゃっ

て、それをどこまで理屈づけてきちんと対応されるかということは、当然お考えじゃな

いかなと思ったので質問させていただいたんですが。 

【海技研】  日本国内はまだそういうコントロールは実施されておりません。ヨーロ

ッパはもうされております。それから、アメリカの西岸などは実施されておりまして、

それに基づいてやっているということでございます。 

【海事局】  海事局でございます。資料２に排出規制海域に関するシミュレーション

と書いてございますが、これが今、先生がご指摘のところでございまして、これは、船

舶からどれだけのＮＯｘが出たかシミュレーションいたします。一方で実測値がござい

ますので、この実測値は船舶と車、工場等の陸から排出されたものの合計になります。
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船がいないときのシミュレーション、車や工場からどれだけ出るかのシミュレーション

を別途行います。その結果、船の排出ＮＯｘが多い状況になることが明らかになった場

合に、そこを指定して、その海域についてＮＯｘを８０％削減するということでござい

まして、今、そのシミュレーションの準備を海上技術安全研究所と共同でやっていると

ころでございます。 

【委員】  それはどこのあたりで。 

【海事局】  まだどこかというのは。少なくとも、東京のシミュレーションは当然や

るわけです。 

【委員】  そうですか。 

 もう一つ、脱硝装置がありますね。これはＳＣＲだから、尿素を使われるのか、何を

使われるのかわかりませんが、これの触媒が車のほうでは当初思っていたような性能が

発揮できていないというトラブルが結構ありまして、その原因が燃料の中にある硫黄分

とか、オイル中にいろいろな添加物が入っているんですが、そういうものがまだよくわ

かっておりませんで、船のほうではそういう経験等はございますでしょうか。 

【海技研】  私どものほうは、陸上のいわゆるガソリン類が使われている燃料より、

さらに悪い硫黄分が入った燃料が前提でございますので、実はＳＣＲの開発において、

そこのところが一番開発の大きなポイントでございます。私ども、船は大体５年に一遍

ぐらいしか点検ができませんので、その期間中、性能劣化を起こしても基準を超えられ

るような形で、触媒の開発とそのメンテナンスをどの程度できるかということが一番問

題でございますので、ご指摘のとおり、その辺は十分かんがみて、条約も含めて何とか

規制をクリアできそうだということの基礎技術を開発させていただいたということでご

ざいます。 

【委員】  そうしますと、例えば５年間程度の、何時間になるかわかりませんが、そ

の間はＩＭＯで決めた基準をクリアするようになっている。だから、それから逸脱する

ようなデータというのは、今のところ得られていないということですか。 

【海技研】  はい。今のところ、実際申し上げますと、要素技術ができて、それを今

内航船でありますと、つけたものがございます。それはもう６,０００時間以上、連続運

転させていただいております。そういう実証試験を今行っている段階でございます。そ

れで、ご存じでしょうけれども、劣化の傾斜がございますので、それは予測したとおり

でございまして、何とか５年間もつのではないかと考えられます。 
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【委員】  大型のディーゼルエンジン、陸上のやつは、６０万キロとか、そんな耐久

性を要求しているので、触媒がかなり厳しいという状況なんですね。それは同じ。 

【海技研】  全く同じか、逆に言うと、かなり悪い燃料でございますので、その辺は

まさしく技術開発の一番大きなポイントでございます。 

【委員】  どうもありがとうございます。 

【分科会長】  ほかにご質問ございますでしょうか。どうぞ。 

【委員】  海洋環境の保全ということ、あるいは国際性かもしれないけれども、先ご

ろＥＥＤＩがＩＭＯを通ったという。それに対する海技研のコントリビューションとい

いますか、そういったものをもっと強くこういうことができないのでございましょうか。

今、Ｓとそちらで評価されているものと、そうでもないものがあるものですから。 

【海技研】  我々としては、先ほども前回も説明しましたけれども、高く評価してお

ります。先ほどもこういう事例はなかったと書いてありますけれども、政策で国際条約

にまで持ち込んで、ご承知のように７月１７日でしたでしょうか、国連のＩＭＯの委員

会で決議されております。ただ、これはいろいろ国の事情があって、全部ではなく詳細

まではまだ記述されていない状況になっております。ただし、我々は、船というのは、

波がないところだけじゃない。波がないところだけでいくら評価しても、それはリアリ

ティーがないという主張をして、それも入れる必要があると言っているんですが、それ

は数値としては今入る余地が文字に出ているんですね。１．０にするとケース１に、こ

れを何か変えると波の中の状態。そこまでは認めていただいたんですが、１.０でなくて

いくつにするかというのは、これから参加国での合意を目指し、この辺でまた我々も技

術的なデータを背景にして、主張すべきこと、あるいは助けるところがあれば助けてい

くというスタンスでおります。 

【委員】  あれについてＩＭＯで認められたという以上に、これから次のことを考え

ていかなきゃいけない。実際、それをビジネスにするといいますか、それから経済的に

成り立つようなことをする。そういった意味でのコントリビューションというのは、こ

れからどういうふうにお考えなんでしょうか。ここは技術的に非常に大事な課題になる。 

【海技研】  前回の７月８日も似たようなご質問をいただいて、十分な回答ができた

かどうかわかりませんけれども、例えば波浪中の性能も入れるということが国際的に認

められますと、それは技術的には合理的なことです。ただ、これを取り入れられる技術

レベルの人は対応できても、それをスタンダードにされると、そのような船はつくれな
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いという人も出てくるわけです。そういうことによっての技術力の差というものをビジ

ネスにしていくということは、あり得るのではないでしょうか。むしろそれを使わない

手はないというくらいに思って、我が国の立場では円高で苦しめられていますけれども、

技術的なものはたくさん持っているわけですから、それは使っていかない手はないと思

います。 

【海技研】  具体的には、船級協会の鑑定業務として、これを使っていただくと、よ

り造船所及び船級にとってメリットがあります。それで、船会社としては、荷主に対し

てカーボン・フット・プリントはどの程度かというときに証明ができるというビジネス

として成り立つと思います。 

【分科会長】  １件伺いたいんですけれども、先ほど利用ニーズの高いプログラムな

んかをビジネスにできないのかということに対するご回答があったんですけれども、中

期の業務実績の補足説明の６ページにも、やはり知財収入が増加していますというご説

明があって。これを読んでちょっと気になったんですけれども、ＣＦＤプログラムを毎

年バージョンアップするとか、チューニングして云々ということが書いてあるんですけ

れども、こういうことまで研究所の職員にやらせることが、要するにソフトウエアベン

ダーは世の中にはいっぱいあるわけですね。そういうところがやったほうが効率がいい

んじゃないか。研究所の限られた人員の中でそこまでやることが、本当に経営として適

切なのかどうかというお考えはあるのかなということなんですね。 

 ＶＯＣ塗料というのは塗料だから、海技研が売るわけにはいかないでしょうから、も

ちろんペンキ屋さんが売るわけですね。それと同じ考え方というのは成立しないのかと

いうのが率直な質問です。 

【海技研】  これは、チューニングするとかＣＦＤで出た結果をよりわかりやすい格

好で改善するというレベルであれば、確かにベンダーでも問題ないんですけれども、Ｃ

ＦＤというのは研究者レベルでもまだまだ不十分だという状況があります。そういうこ

とで、ある完成したプログラムは、今使っているところに出しますけれども、それです

べてその部分のＣＦＤの研究が終わりではなくて、さらに進めて我々がやっているわけ

です。 

【分科会長】  だから、さらに進めたところをやるのはよくわかるんです。 

【海技研】  それを還元していくという。 

【分科会長】  その済んだところは、もうビジネスとしてやってもらってもいいんじ
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ゃないかという切り分けの質問なんです。 

【海技研】  今のプログラムの保守とか、ルーチン的な業務については、現在、二、

三社を使いまして、例えばグリッドへの対応などは外部を使ってやっております。それ

で、理事長が申し上げましたように、乱流モデルの組み込みといった新しいところを研

究者がやるというように、すみ分けというか、仕分けをしております。 

【海技研】  実は今まで、ＣＦＤは研究センターとして、大きな組織で研究開発して

いましたが、この４月からは研究グループに格下げし人数も減らして研究開発していま

す。そこでは、今までよく知られていたＳＵＲＦとＮＥＰＴＵＮＥの２つのプログラム

はほとんどメンテナンスしない状態になっており、次の新しいプログラムＮＡＧＩＳＡ

の開発に取り組んでいます。 

 これは、理事長が申し上げた、乱流モデルとかは、コンピュータの能力が向上すれば、

水分子の一個一個計算するまで、それなりの発展というものはあるのでしょうが、限界

もあり、設計思想を変えた新しいＣＦＤプログラムを開発しようとしているものです。

すなわち、ＳＵＲＦとＮＥＰＴＵＮＥの２つのプログラムについては、限度に達してい

ると判断しているもので、そのようなプログラムについては、確かにベンダーに任せる

ことも考えられます。 

【分科会長】  ほかに何かご意見、ご質問。 

【委員】  これはどうなのかなと思ったところなんです。中期の３ページ、４ページ

は、委員が昔、今もやっていらっしゃるのかもしれないけれども、そういう手法だと思

うんですが。そのときも、その説明の中に、経験ある技能者がどんどんやめられるので、

跡継ぎをつくらぬといかんという話があったんですが。そこの中ほどに配管艤装初級レ

ベルでは、習得に数年要する技術を１０日間で習得と書いてあるんですが、これは本当

にそうなんでしょうかと、ちょっと疑問を持ったんですが。数年が１０日間でできる。 

【海技研】  全くの初心者では無理です。研修を請け負って因島で実施した例ですが、

一、二年の経験者でなかなか上手くならない者を集めて、２週間、すなわち１０日間研

修したことがあります。その場合、勘所をすべて教えなければいけません。パイプを切

る場合、切断工具の刃がパイプに垂直になっていることを確認する、パイプを曲げるた

めにパイプベンダーにセットする場合の心棒の差し込み位置、角度、曲げたときのスプ

リングバックの角等です。それらがすべて入るような教材、試験問題をつくって研修す

るわけです。具体的には、端部がそれぞれ、フランジとスリーブで接続されるＺ型の管
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を対象に、２箇所の曲がりは、１箇所はベンダー曲げ、もう１箇所は曲がり金物を溶接

するものとして製作させます。これを検査するための試験用のリグをつくっておき、き

ちんと合うようになるまで訓練するわけです。このようにある段階までの技能をすべて

取り込んだ教材、試験方法をあわせた教育システムを用いて研修すれば、２週間で経験

５年程度の腕前にはなるわけです。 

 これを見に来たＩＨＩアムテックの社長が、我々のノウハウをそのまま、相生工場に

導入しています。 

【委員】  ここに書いてあることは事実ということですね。 

【海技研】  事実です。 

【分科会長】  ほかに。どうぞ。 

【委員】  またＣＦＤのプログラムの話に戻るんですけれども、これは世の中、一般

的なことだったら、随分いろいろなものがたくさん出ていると思いますけれども、とり

あえず船に特化したということですね。そうすると、今度はライバルというのはあまり

いないんですか。 

【茂里理事長】  私、前任の大学にいたころはライバルのつもりでいたんですけれど

も、海技研が精力的に、継続的に長く本格的にやっていて、今はもう船関係の重要面が

あったり、しかもプロペラがあったり、いろいろな有価物もあったりする中で、精度よ

く、しかも合理的な現実的な時間内で出されるという意味では、ライバルはいないので

はないでしょうか。そういう状況だと思います。 

【委員】  そうしますと、先ほどのある研究レベルではどんどん進むかもしれないけ

れども、あるレベルでとめておいても、それは売り物にはなるという感じなんですね。

世の中がどんどんライバルから、より高いものが要求されてくるかなと思ったんです。 

【海技研】  ＣＦＤも物差しと同じで、１センチメートルの分解能があるものは、そ

れなりにその目的に役に立ちます。ミリ単位、コンマ何ミリでないとだめなものは、そ

れなりの高精度が必要ということで、多分そういう格好で使い分けていくことになりま

す。初期に大ざっぱにセンチメートル単位で出したいというときは、今研究開発を止め

ているもので十分役に立つ。その上にある程度決めて、実際どうかというときは、次は

ミリ単位のものでやるという使い分けになると思います。 

【委員】  私も前の職場で経験があるんだけれども、プログラムを売ろうとすると、

ドキュメンテーションも完璧にしないといけないし、つくった人間がいなくなったとき
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に、どうやってその辺をという、継続的にビジネスとしてやっていくのは大変なことか

なと思うんですけれども、その辺もかなり根性を入れてやっていくというお考えなんで

すか。 

【海技研】  登録させるときには、そういう条件をつけてきちんとさせて。 

【委員】  人のほうですけれども。 

【海技研】  １人の人間がつくるのではなくて、チームで継承します。 

【分科会長】  よろしいでしょうか。ほかにご発言ございますか。 

 それでは、長時間どうもありがとうございました。ほかには質問がないようですので、

一たんここで研究所と傍聴者の方がおられればご退席いただき、ちょっとお待ちいただ

きたいと思います。 

（海上技術安全研究所退室） 

（海上技術安全研究所入室） 

【分科会長】  それでは、どうもお待たせいたしました。 

 海上技術安全研究所の２２年度の総合評価については、順調、業務は適正に執行され

たということで、Ａという評価になりました。また、中期目標期間中、５年間について

も、同じくＡ、順調、適正な業務がされたという評価になりましたので、ご報告いたし

ます。 

 中でも、事項別に少し申し上げますと、きょうの再審議の中ではあまり議論になりま

せんでしたけれども、海上輸送安全の確保という事業内容、それから環境の保全。そう

いう研究成果を受けた、ＩＭＯを中心にする国際活動に対して顕著な業績があった。こ

の部分は非常に高く評価されます。その中で、実海域性能評価とか、ＩＭＯに対する議

論に先導的役割を果たしているということで評価されているということです。 

 それから、２２年度の成果の中で、事故分析とか国への政策提案に貢献しているとい

う部分についても、評価が高かったと思います。 

 ほかの委員の方から何かご発言があれば、お願いしたいと思います。特によろしいで

すか。 

 それでは、評価結果については以上で、詳細については事務局とまとめてご報告する

ことになると思いますが、そういうことでございます。 

 次に、最後ですけれども、東日本大震災に関する報告というのが研究所としてござい

ましたら、簡単にお願いしたいと思います。 
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【事務局】  資料１９－０８、２枚ものです。 

【海技研】  よろしいでしょうか。資料１９－０８で、東日本大震災に関する報告と

いうことで、簡単に報告させいただきます。 

 東日本大震災につきましては、先ほど委員の方からのコメントについて関連して申し

上げましたけれども、被災の状況でございます。左側が実海域再現水槽の写真でござい

まして、右側が４００メートル試験水槽でございます。写真を並べているだけで想像が

つくかどうかわかりませんが、ひび割れが入りまして漏水が発生いたしました。特に４

００メートルのほうは、１日二百数十トンの大量の水が出ているということで、非常に

心配したところでございます。それから、水槽の両側にレールが引いてありまして、そ

のレールの上に電車が載っているんですけれども、その電車が横揺れする形でレールの

再調整も必要な状況になっております。幸いというか、ご理解いただきまして、平成２

３年度の補正予算で現在修理中でございまして、９月末か１０月ごろ、実験日程がきつ

くなっておりますので、できるだけ早く使用にこぎ着けたいと思っております。 

 それから、その中で、海技研としてどういう支援の取り組みをしたかということでご

ざいますが、基本的には政府からの検討依頼がございまして、それにかかる支援をいた

しました。 

 具体的には、３つ挙げておりますが、１つ目は、放射性物質に汚染された福島第１原

子力発電所のたまり水を船舶を使って貯蔵するということについて、船舶に貯蔵した場

合の放射線の線量、必要遮へい厚さ等の評価をいたしました。これは数値計算というか、

シミュレーションによるものでございます。それから、放射性防護の観点から、船舶へ

の汚染水貯蔵及び移送にかかる運用上の課題の検討をさせていただきました。 

 ２番目は、同じく福島第１原子力発電所絡みのことでございますが、損傷燃料等の事

業所から出す、外に運搬することに関しまして、過去の事例調査及び技術的課題の整理

をさせていただきました。 

 ３番目は、国交省がいわゆる風評被害対策としてやっております、港湾における船舶

の放射線測定のためのガイドラインにつきまして、線量の測定方法あるいは基準値の考

え方等の技術的助言をいたしております。 

 裏面に参りまして、今後の取り組みのところでございますが、国による事故対策措置

への支援をやっていく予定にしております。現在、放射性物質の海上輸送時の事故影響

評価システム、これは既にあるんですけれども、それをこのたびの経験を踏まえながら、
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さらに高度化し、精度を上げていくことをやる予定にいたしております。 

 もう一つは、再生可能エネルギーへの対応。この件につきましても、先ほどもご紹介

しましたが、既に取り組んでいたことでございますけれども、災害を受けて、政府や国

会、国民の中にも、さらにそういう再生可能エネルギーに対する思い、要望が強くなっ

ておりますので、それについて再生可能エネルギー等に関する開発の推進にかかわって

いきたい。これは、既に第３期中期目標、中期計画の中に、下に書いてございますよう

な形で取り入れておりますので、一層推進していくということで、かかわっていきたい

と考えております。 

【分科会長】  ありがとうございます。ご質問などございませんでしょうか。 

 これは、今ご説明いただいた最後の今後の対応というところの放射性物質の話は、船、

海上輸送時の事故の話なんですか。放射性汚染水が大量にたまっていますよね。あれが

もし漏れ出したらみたいなことをやっていらっしゃるのとは違う。 

【海技研】  これは、そこに書いてございますとおり、海上輸送時の事故が起きた場

合にどうなるか。だから、深さ方向と、３次元空間で水中での拡散の模様をシミュレー

ションする。流された場合は、そこを汚染の発生源として考えていくという形で、先ほ

どもそういう格好で対応しておりますので、そういう形での使い方は可能だろうと思い

ます。ただ、考え方はもともとは海上輸送時の事故を想定したものです。 

【海技研】  実際は、例えば福島第１原発に今メガフロートで浮いていますので、そ

ういう浮いたものから漏れ出した場合についての対応も、当然このプログラム上はでき

る予定になってございます。そこを詳細にしないと、どのぐらいの拡散になるかわかり

ませんので、その辺の対応を含めて高度化するということでございます。 

【分科会長】  ほかに何かご質問ございますか。どうぞ。 

【委員】  興味本位で質問して申しわけないんですが、水槽がありますね。２つ被害

を受けた。この水槽というのは、免震とか耐震とか、そういう基準みたいなものはある

んですか。あと、これが例えば壊れたとしても、別に近隣の住民に悪影響を及ぼすとい

うこともないわけですね。どういうふうに。 

【海技研】  まず周辺への影響ですが、漏れる水の量が生半可ではありません。震災

直後は、それぞれの水槽で１日当たり２００トン以上漏れる状態でした。それが起こり

ますと、パイピングが起こって、水の流れていく先によっては、近隣の住宅の下をえぐ

って、住宅を陥没させることもあり得る状態でした。 



 -63-

次に耐震基準ですが、４００メートル水槽は実に古いもので、当時の基準は、震度法で

０．２Ｇで設計するものでしたから、それに準拠したものと思われます。 

 実海域再現水槽については、床盤と東西の壁は５０年前に建造したものをそのまま使

い、南北の壁及びその上にレールを新たにつくりました。新たにつくった部分について

は、立川断層がマグニチュード７．２で動くことを想定し、震度法で０．３Ｇで設計し

ています。古い部分は昔の基準０．２Ｇですから、新旧で強度に５０％の違いがありま

した。実際水漏れが生じたのは昔建設した床盤の部分であり、仕方なかったのではない

かと思っています。要するに、東日本大震災のマグニチュード９が三鷹では立川断層の

Ｍ７．２と同程度の影響を与えたのだと考えています。 

【海技研】  この資料の表紙を見ていただきますと、私どもの傷んだ、やられました

４００メートル水槽、ブルーの丸いかまぼこのやつが、真ん中からずっと右のほうに伸

びておりますけれども、右のほうのエンドのところあたりに道路を挟んで人家がご覧に

なれると思います。実は、過去も一度、その近くで陥没事故を起こしまして、そういう

意味で危ない状態でございますので、その辺をご考慮いただいて政府で補正予算等をい

ただけたという状況でございます。 

【海技研】  基本的には、かなり揺らされましたので、コンクリートのジョイント部

分が全部緩んで、水が勢いよく漏れているような感じでございますので、そのジョイン

ト部分をもう一回シールし直す工事なので、もとへ戻すのが精いっぱいという状態でご

ざいます。 

【分科会長】  ほかにございますか。よろしいですか。 

 それでは、これで質疑を終わりまして、海上技術安全研究所さん、どうもありがとう

ございました。お疲れさまでした。 

【海技研】  どうもお世話になりました。ありがとうございました。 

（海上技術安全研究所退室） 

 

【分科会長】  簡単に済むと思いますけれども、まだその他案件がありますので、よ

ろしくお願いします。 

【事務局】  最後、その他の議題としまして、お手元の資料１９－０３で今後の予定

と、もう一つ、１９－０４で職員の給与についてのことをちょっとお話させていただい

て、お終いにさせていただきたいと思います。 
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 １９－０３でございます。 

【分科会長】  済みません、それは共通資料ですね。 

【事務局】  共通資料でございます。済みません。一番初めに事務局からお渡しさせ

ていただきました１９－０３と０４でお話させていただきたいと思います。 

【分科会長】  それじゃ、進めてください。お願いします。 

【事務局】  １９－０３でございますけれども、今後の予定となっておりますけれど

も、今日、８月４日、先生方に長時間ご審議いただきまして、ご評価いただきましたの

で、８月５日以降、今日のご意見等を踏まえまして、最終的に評価調書を最終化してま

いりたいと思っております。最終化に当たりましては、冒頭もお話させていただきまし

たように、本日ご指摘いただきましたご意見等を踏まえまして、事務局から総務省への

提出資料がございますので、その内容等を分科会長に一任していただく形で調整させて

いただきたいなと思っております。最終的に調書をファイナライズした後は、９月１２

日に国土交通省独立行政法人評価委員会総会にかける形となっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上が今後の予定でございまして、続きまして、１９－０４でございますけれども、

３研究所の職員の給与水準について検証ということでございます。平成２１年の閣議決

定で、国家公務員の給与改定に関する取扱いというものがございまして、公表を行って

ございます。 

 この３研につきましては、特に国家公務員の水準をはるかに上回るような給与にはな

ってございませんが、国の運営費交付金で事業をやっているという観点上、下記のよう

な、交通研と電子研につきましては１．０をちょっと上回っているため、引き続き下げ

るような形で改善すべきということと。あと、海技研は、集計した現時点での結果とし

ては、国家公務員を一応下回っているので、引き続き適正な水準を維持されるように取

り組むことになっておりまして、今後もその取り組みを続けるべきということ。また、

この分科会でも、急に異常になることはないと思いますけれども、そういう観点で給与

についてはご留意いただければということでございます。 

 以上、事務局からでございます。 

【分科会長】  ありがとうございます。 

 まず１件目は、今後の予定ということで、先ほどご説明いただいたようなことで、き

ょうご指摘いただいたご意見を踏まえて、最終的に評価調書の最後の部分のところ、取
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りまとめる必要があるので、そこのところについては事務局と主査のほうにご一任いた

だきたいという件です。あわせて、総務省に提出する書類についての取りまとめについ

ても、同じような形にさせていただきたいということでご了解いただければと思います。 

 ２件目は、今の給与水準の検証にかかわる件ですが、これについてはご意見、いかが

でしょうか。人件費の削減については、５年間で５％ということは適正にやっていると

いうことですけれども、一部、ラスパイレス指数のところで交通研と電子研がちょっと

オーバーしているということで、これは委員の先生方からもご指摘があった点なんです

けれども、５％ぐらいが許容できるかどうかというところだと思います。研究所のほう

としては、問題があるという説明が一応あったところですけれども、こういうことで、

検証としては、理由はわかるけれども、引き続き改善を図る必要があるということでよ

ろしいかどうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

【分科会長】  ありがとうございます。そうしたら、これで一応、私の進行は終わり

にさせていただきたいと思います。 

 あと、何か連絡があれば。 

【事務局】  本当にどうも長い間、ありがとうございます。本来なら課長の池田のほ

うから最後にご挨拶させていただくことになっておるんですけれども、大臣に呼ばれた

関係がございまして、僣越ながら池田の挨拶文を私、代読させていただいて、申しわけ

ないですけれども。 

【委員】  済みません、ちょっと発言させていただいてよろしいですか。ご挨拶の前

に。また横並びで親委員会で全部を評価されることになる。そのときに、３研究所の評

価が他と違うということがあるのかないのか、それはよく分かりませんけれども、その

辺は分科会長に頑張っていただくか、あるいは事務的に前もって調整していただければ

と。 

【委員】  分科会長、よろしくお願いします。 

【事務局】  では、あいさつというか、私が言うのもあれですけれども、本日は、本

当に長時間、委員の皆様、ご審議ありがとうございました。 

 本日の分科会まで、この間から非常にタイトな時間で、ダンボール１箱ぐらいの膨大

な資料を委員の先生に目を通していただいて、本当にありがとうございます。また、こ

としは１年間の年度の評価に加え、５年間の中期目標についてもご評価いただいて、本
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当にお忙しい中、どうもありがとうございました。 

 本日、いろいろちょうだいいたしました貴重なコメント、ご意見等、またご指摘につ

きましては、きちんとこちらで整理いたしまして、今後の研究所の業務にしっかり反映

されるように取り組んでまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、本当に長い間、どうもありがとうございました。 

【事務局】  以上をもって、本年度の第２回目の評価を終了させていただきたいと思

います。どうもありがとうございました。 

―― 了 ―― 


